
國學院大學学術情報リポジトリ「K-RAIN」

旧伊達宗勝一関藩領村落における寛文一三年検地帳
の分析 : 西磐井郡下黒沢村の事例を中心に

言語: Japanese

出版者: 国史学会

公開日: 2024-05-23

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 稲松, 朋子, Inamatsu, Tomoko

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.57529/0002000416URL
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ハ
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田
ハ
可
為
新
川
事
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

の
法
令
「
一
、

た
。
先
行
研
究
で
は
、
「
そ
れ
以
後
（
筆
者
註

旧
伊
達
宗
勝
一
関
藩
領
村
落
に
お
け
る
寛
文
一

ー
西
磐
井
郡
下
黒
沢
村
の
事
例
を
中
心
に
I

三
年
検
地
帳
の
分
析

仙
台
藩
で
は
、
文
禄
・
慶
長
・
冗
和
の
検
地
を
経
て
、
寛
永
一
七
年
（
一
六
四

0
)
に
領
内
総
検
地
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
寛
永
検
地

に
よ
り
、
仙
台
藩
に
お
け
る
支
配
体
制
の
基
礎
が
確
立
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
党
永
検
地
は
仙
台
藩
に
お
け
る
唯
一
の
総
検
地
で
あ
り
、

こ
の
時
に
作
成
さ
れ
た
検
地
帳
は
、
以
後
の
農
村
支
配
に
お
け
る
基
礎
賢
料
と
さ
れ
た
。
詞
藩
に
お
い
て
検
地
は
、
寛
永
検
地
以
降
も
実

施
さ
れ
た
が
、
そ
の
は
と
ん
ど
が
新
田
検
地
の
み
の
実
施
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
党
永
検
地
頓
に
記
載
さ
れ
た
耕
地
を
「
本
地
」
と
し
、

祈
田
検
地
輯
に
晶
載
さ
れ
た
耕
地
を
冨
新
田
」
と
位
置
付
け
て
い
た
。

し
か
し
、
実
際
に
は
新
田
検
地
の
み
で
な
く
、
寛
永
検
地
で
記
載
さ
れ
た
耕
地
を
含
め
た
一
村
全
て
が
再
検
地
さ
れ
る
事
例
も
存
在
し

寛
永
検
地
以
後
）
で
も
何
か
の
事
情
で
一
村
仝
部
が
検
地
を
受
け
直
し
た
時
は
、
そ
の

t

地
は
本
地
と
な
る
が
そ
う
し
た
例
は
実
際
は
余
り
発
見
さ
れ
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
検
地
が
実
施
さ
れ
た
根
拠
と
し
て
寛

は
じ
め
に

一
村
一
宇
御
竿
入
直
之
所
ハ
、
如
兼
而
之
新
田
も
本
地
二
直
可
被
申
、
勿
論
始
而
御
竿
相
人
候
新

稲

松

朋

子
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(
-
）
伊
達
宗
勝
一
関
藩
と
下
黒
沢
村
検
地
帳

検
地
が
実
施
さ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
対
象
と
さ
れ
た
地
域
の
罪
鮒
に
も
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
旧
伊
達
宗
勝
一
閲
藩
に
遺
存
す
る
寛
文
一
：
年
年
検
地
帳
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
應
義
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て

い
く
。
そ
の
際
、
‘
じ
な
事
例
と
し
て
、
宵
丁
文
一
三
年
以
外
の
検
地
軟
も
多
く
逍
什
し
、
党
文
一
：
正
年
検
地
帳
の
内
容
が
明
瞭
に
な
る
西
罰

井
郡
下
黒
沢
村
を
取
り
上
げ
る
。
ま
た
、
検
討
の
過
程
に
お
い
て
、
主
に
検
地
帖
に
散
見
さ
れ
る
「
本
新
田
」
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い

く
。
以
下
本
稿
で
は
、
寛
永
検
地
以
後
に
実
施
さ
れ
た
一
村
単
位
で
の
再
検
地
を
「
一
村
再
検
地
」
と
よ
ぶ
。

ま
ず
一
関
周
辺
の
支
配
の
概
要
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
伊
達
宗
勝
一
関
藩
の
成
立
時
期
は
、
幕
府
よ
り
仙
台
藩
主
亀
千
代
の
後
見
人
に

指
名
さ
れ
、
仙
台
藩
へ
9

-

＾
ガ
石
の
分
知
が
命
ぜ
ら
れ
た
万
治
：
一
一
年
（
一
六
六

0
)
と
さ
れ
る
。
領
地
に
つ
い
て
は
、

し‘

゜し
か
し
、
こ
う
し
た
寛
永
検
地
以
後
の
一
村
単
位
で
の
再
検
地
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
未
だ
卜
分
な
議
論
が
さ
れ
て
い
る
と
は
一
一
言
い
難

一
村
単
位
で
の
再
検
地
の
存
在
は
、
仙
台
藩
の
検
地
の
あ
り
力
を
若
え
る
卜
で
も
留
紅
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
背
景
で

あ
る
。

の
背
景
と
さ
れ
る
寛
文
し
年
（
一
六
六
七
）

二
）
の
柴
田
郡
船
岡
村
検
地
板
、
そ
し
て
、
本
稿
で
対
象
と
す
る
旧
伊
逹
家
勝
一
閃
藩
に
お
け
る
如
見
文
一
三
年
（
一
六
七
一
―
-
）
検
地
戟
で

寛
永
検
地
以
後
に
一
村
全
て
が
対
象
と
な
っ
た
検
地
と
し
て
は
、
管
見
の
限
り
次
の
よ
う
な
巾
例
が
確
忍
で
き
る
。
開
発
が
検
地
実
施

の
桃
生
郡
矢
本
村
検
地
帳
、
家
巾
の
帰
悶
の
間
題
を
含
む
と
さ
れ
る
寛
文
―
―
一
年
（
一
六
じ

分
析
対
象
の
概
要
と
問
題
の
所
在

一
関
周
辺
を
一
円
支
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図1 寛文13年検地帳が遺存する村

注：ベースマップは国土地理院発行20万分1地勢図「ー関」
（平成25年発行）を使用。ゴチックは近世村をあらわす。
近世村の位置については、伊藤玄三監修 『絵で見る古里

ー関郷村絵図』（岩手日日新聞社、 2003年）、 一関市博
物館編 『地を量る一描かれた国、町、村』(-関市博物

館、 2013年）をもとに作成。

か
ら
成
る
村
で
あ
り
、
こ
の

下
黒
沢
村
は
東
方
と
西
方

帳
概
要
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

欠
こ
、

、/t
l
'
>

下
黒
沢
村
の
検
地

(9
)
 

配
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
宗
勝
は
一
関
藩
成
立
以
前
よ
り

一
関
周
辺
に
領
地
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、

寛
文
一

関
藩
も
廃
藩
と
な
っ
た
。

一
年
（
一
六
七
一
）
に
「
伊
達
賢
動
」
に
関
わ

っ
た
人
物
と
し
て
宗
勝
は
幕
府
よ
り
土
佐
へ
の
配
流
と
の
裁
定
が
く
だ
さ
れ
、

(10
)
 

一
関
藩
の
旧
領
お
よ
び
家
臣
に
つ
い
て
は
本
藩
が
没
収
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
天
和
二
年
（
一
六
八

二）

に
田
村
一
関
藩
が
成
立
し
、
以
後
、
幕
末
ま
で
同
藩
の
支
配
と
な
る
。
田
村
氏
は
宗
勝
一
関
藩
の
領
地
を
踏
襲
し
た
の
で
は
な
く
、
両
者

れ
て
お
り
、
宗
勝
の
よ
う
な

年
以
降
の
伊
達
宗
勝
一
関
藩

を
宗
勝
一
関
藩
、
天
和
二
年

藩
を
田
村

一
関
藩
と
よ
ぶ
。

以
降
の
田
村
氏
に
よ
る

一
関

以
下
本
稿
で
は
万
治

一
円
支
配
に
は
至
ら
な
か
っ

(11
)
 

こ
。
t
 

混
在
す
る
か
た
ち
で
設
定
さ

田
村
氏
の
領
地
は
仙
台
藩
と

の
領
地
に
は
相
違
が
あ
る
。
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表1 下黒沢村検地帳概要

月 表題心I胃
田 I 畑 I屋敷 I合計

喜〗 記載事項 Iその他

①I正保21,3月l8日1西岩井之I11 11 21 85 
(1645) 

41 11 251 37 

党文1314月26、 磐井郡西I19113197.512126.836 

0673) I 27日岩井下黒
沢村御検

地帳（天

lリl元年
写）

124.3481本百姓(69)
（内、新百姓24)
町(10)
町新白姓(2)

町山伏(1)

御足軽(80)
肝人(1)

字名 1冒頭に
地l]・等級「一字伊

達兵部太

輔殿分」

の記載あ

り

名寄形式

等級＇

寛文134月26、 I舟翠片郡西 71 51 8-3501 6.360畑貴商 14.710本百姓(68)
0673) I 27日岩Jt（之 に含む （内、祈百姓33)

内）下黒 町(21)

沢村新田 浦町(1)

樹l札も地軋長 ~I［新百姓 (6)

（天明元

年写）

⑤I延宝916月11iOH
(1681) 

11 1110.983 I 0.549 

沢村畑返

御検地II殷
（天明元

年写）

バ延i:：917月25日1磐井郡西I1 
(1681) 岩井下黒

沢村新III
御検地帳

（天明元

年写）

注

② I万治元I極月22日
0658) 

と

なく、「新百姓」とのみ記載される例を他にみないことから、これを

かと判断し、③('しの名請人数では本百姓に含めた。
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関
村

う
ち
束
力
が
一
関
城
-
卜
の
西
隣
に
位
附
す
る
（
図
ー
ニ
東
方
と
西
方
の
間
に
は
上
黒
沢
村
か
位
附
し
て
い
る
。
下
黒
沢
村
は
、
宗
勝
一
関

藩
、
田
村
一
関
藩
の
い
ず
れ
に
も
含
ま
れ
た
村
で
あ
る
C

本
稿
で
は
、
T
と
し
て
同
村
の
党
文
一
三
年
検
地
根
を
取
り
上
げ
る
が
、
必
要
に

応
じ
て
寛
文
一
：
．
年
前
後
の
検
地
軌
も
援
用
す
る
C

本
稿
で
扱
う
ド
黒
沢
村
の
検
地
戟
の
概
要
に
つ
い
て
は
表
1
の
通
り
で
あ
る
。
下
黒

沢
村
の
寛
文
一
：
ー
一
年
検
地
戟
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
表
題
に
「
検
地
眼
」
と
記
さ
れ
た
も
の
と
、
「
新
田
検
地
帳
」
と
記
さ
れ
た
も
の
の
一
一
種

（表
l
③
④
)
、
両
者
と
も
原
冊
全
て
は
現
存
し
て
お
ら
ず
、
不
足
の
冊
数
が
存
在
す
る
°
「
新
田
検
地
板
」
に
は
全
て
の
耕

地
に
つ
い
て
「
起
年
」

の
止
載
が
み
ら
れ
、
こ
れ
は
早
い
も
の
で
寛
文
四
年
(
-
六
六
四
）
、
迎
い
も
の
で
寛
文
一
三
年
と
な
っ
て
お
り
、

寛
文
四
＼
一
：
・
年
の
「
新
川
」
を
記
載
し
た
輯
簿
と
判
断
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
党
文
四
年
以
後
の
「
起
年
」
を
も
つ
耕
地
が
新
田
検

地
板
に
記
載
さ
れ
、
「
新
田
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
寛
文
一
：
一
年
の
「
検
地
軌
」
に
記
載
さ
れ
た
耕
地
は
、
寛
文
三
年
ま
で

の
村
内
全
て
の
耕
地
を
叫
載
し
た
検
地
板
と
位
岡
付
け
ら
れ
る
。
名
迂
叩
人
に
つ
い
て
は
、
両
帳
で
同
一
の
人
物
が
確
認
で
ぎ
る
こ
と
か
ら
、

党
文
一
―
；
一
年
段
階
で
の
名
請
人
を
晶
載
し
た
も
の
と
判
断
す
る
。

そ
し
て
、
こ
の
党
文
一
ご
年
検
地
軌
は
ド
黒
沢
村
を
は
じ
め
と
し
た
、
旧
伊
逹
宗
勝
一
関
藩
領
の
複
数
の
村
に
み
ら
れ
る
。
次
に
、
寛

文
一
三
年
検
地
般
の
概
要
を
述
べ
、
そ
の
課
題
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

（
二
）
寛
文
一
＝
一
年
検
地
帳
を
め
ぐ
る
問
題

寛
文
一
：
一
年
検
地
戟
の
存
在
に
つ
い
て
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
り
、
『
岩
手
県
史
』
で
は
、
二
関
村
の
斑
文
―
-
〖
一
年
検
地
帳
を
も
と
に
当

時
の
一
皿
閃
村
の
概
要
か
辿
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
柴
田
町
史
』
で
は
「
一
村
巾
位
の
検
地
か
行
な
わ
れ
た
の
は
舟
岡
の
ほ
か
、
管
見
す

る
と
こ
ろ
は
伊
逹
兵
部
の
領
地
の
あ
っ
た
ー
関
周
辺
の
何
ヶ
村
か
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
鈴
木
幸
彦
氏
は
一
関
村
、
一
―

一
．
皿
関
村
、
狐
禅
か
村
に
残
る
寛
文
一
三
年
検
地
帆
に
言
及
し
、
「
伊
逹
宗
勝
の
旧
領
を
、
御
蔵
入
地
と
し
て
直
接
支
配
す
る
必
要

類
が
存
在
し
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表2 旧伊達宗勝ー関藩領村落における基礎帳簿の遺存状況

A.寛永18年検地帳が遺＃す B.寛文13年検地帳が遺存す C御竿入直検地板が遺存す

る村 る村 る村

（寛文13年検地帳／l［保郷板）
※（貰文／貫．文）

西郭井郡 鬼死骸村 西磐井郡 ー関村 西料）I―•郡 、ド泉村（文化元年）

t黒沢村 (50 729/50.407) 山H村（文化6年）
滝沢村 ご関村 赤荻村（文化6年）

逹占袋村 (41.073/36.464) 

[h野々村 ：関村

牧沢村(※ 1) (46.994/ 43 935) 

戸河内村 狐禅寺村

猪岡村 (7 4.029/63.555) 

五串村 下黒沢村

中里村 (124.348/142.736) 

中柑寺村 れ串村(※2)
(15.400/154.519) 

流郡 揚牛村 流郡 涌津村

峠村 (220.144/169.214) 

男沢村

日形村

金沢村

中村

清水村

金森村

直沢村(※1)

(※ l)管見の限り A~Cに該当する検地帳は遺{fしていないが、牧沢村では明治5年、富

沢村では安政5年の本地検地板で寛永18年の検地帳を参照している。したがって、

両村では窃永18年検地眼が甚礎戟簿となっており、何らかの巾1'nで戟博が追{fし
なかったものと判断した。この、1ばについては本文3(4) にて謹述する。

(※2)「本新111」の耕地のみが出載されているっ

注： lll{Jt逹＇ぷ勝ー関藩領に該‘りする村については、蝦名裕—→「仙台藩における内分人名の

成 \,f．一—-関藩と｝｝沼藩を＇ド例に」『束北アシア研究』 15 り、 2011 年を参照しにこの

内、西祁井郡逹谷村については竹見の限り A~Cに該‘りする検地l脹の遺{fを確忍で

きなかった。 il:．保郷軌の貫 r’，況については、古文内を読む会編『仙台藩の1H呆・ Jじ禄・

息呆郷帳』宮城県l叉l内館資料7（占文内を読む会、 1987年）によっており、新Ill分を

含んだ値を出載した。‘寛文13年検地戟の貫高については、党文13年検地l脹（宕f県
立図昔館蔵）による。

れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
寛

再
検
地
の
可
能
性
が
考
え
ら

作
成
契
機
と
し
て
旧
宗
勝
領

る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
そ
の

関
藩
廃
藩
直
後
の
も
の
で
あ

一
三
年
検
地
帳
が
旧
宗
勝

以

t
の
指
摘
お
よ
び
寛
文

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

地
で
あ
っ
た
可
能
性
な
ど
が

こ
と

一
村
単
位
で
の
再
検

領
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る

ら
れ
る
こ
と
、
伊
達
心
ぷ
勝
旧

一
関
周
辺
の
複
数
の
村
に
み

三
年
検
地
帳
に
つ
い
て
は

一
関
藩
領
に
お
け
る
窟
文

上
、
改
め
て
検
地
し
但
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
さ
れ

.
4
-
.
l
l
 

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
宗
勝
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表3

旧伊達宗勝ー関藩領村落における寛文一三年検地躾の分析

貫高変遷

表記は（貰．文）

正保郷般
天禾ll元年

増加分 増加吟:
知行割目録

ー関村＊ 50.407 55.608 5.201 110 
て関村＊ 36.464 41.196 4.732 1.13 
ニ関村＊ 43.935 48.934 4.999 111 
狐禅寺村＊ 63 555 89.987 26.432 1.42 
滝沢村 105.667 114.781 9.114 109 
牧沢村 33.260 38 255 4.995 1.15 
鬼死骸村 64.031 71.623 7.592 1 12 
下黒沢村＊ 142.736 213.289 70.553 1.49 
上黒沢村 66.064 78.228 12.164 1 18 
市野々村 56 701 84 532 27.831 1.49 
達古袋村 41.357 65.644 24.287 l 59 

＊寛文13年検地戟が遺存している村

参考

ヽ

さ
J

一
村
の
貫
高
に
匹
敵
す
る
値
と
な
る
。
し
た
が

正保郷戟は、古文書を読む会編『仙台藩の正保・元禄・犬保郷版』 1匂城県図書館府
料7（古文内を説む会、 1987年）によっており、新田分を含んだ伯を，記載した。「A
和元年知行胄肘l録」は「打山公治家晶録」天和元年12月26日条（平重道責任編集
「仙台藩史料大成』伊達治家記録9、宝文堂、 1977年）をもとに作成した。なお、田
村一関藩成立時の村高については、鈴木幸彦氏が「火和几年知行割fi録」の記載に
疑義を兄され、「天和二年ー関知行割内」（田村家文内）を使用されている（鈴木ヤ
彦「一関田村氏の基礎的考察（そのl)一支藩としての従属化の過程を中心に一」
『岩手県1ヶ：t専物館研究報告』第3号、 1985年）。後者の史料について原史料の確品が
できなかったため、本稿では前者の史料を用いた。鈴木氏の叫述による限り、衣中
の村裔については両史料で大きな木ti違はないものと判断したc

帳
の
各
村
の
合
計
貰
高
を
み
る
と
、

五
串
村
を
除

よ
り
判
明
す
る
。
遺
存
し
て
い
る
寛
文
一
三
年
検
地

で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
表
2
に
記
し
た
村
高

ま
た
、
寛
文
一
三
年
検
地
板
が
「
一
村
再
検
地
」

し‘

゜
増
加
が
検
地
実
施
の
直
接
の
背
景
と
は
明
言
で
き
な

に
遺
存
し
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
開
発
に
よ
る
貰
高

二
年
検
地
帳
が
必
ず
し
も
貰
高
の
増
加
率
の
高
い
村

て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
寛
文

ら
れ
る
。
表
3
は
、
寛
永
検
地
以
後
、
川
村
一
関
藩

成
立
ま
で
の
貫
高
変
遷
の
追
跡
が
可
能
な
村
に
つ
い

に
あ
げ
た
矢
本
村
の
よ
う
な
開
発
と
の
関
係
も
考
え

他
に
、
「
一
村
再
検
地
」
実
施
の
背
景
と
し
て
、
先

（表
2
)
。

ヶ
村
に
し
か
遺
存
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た

ろ
、
宗
勝
一
関
藩
の
全
村
で
は
な
く
、
こ
の
内
の
七

文
―
―
―
一
年
検
地
帳
の
現
存
状
況
を
確
認
し
た
と
こ
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仙
台
藩
で
は
検
地
に
関
す
る
法
令
が
、
寛
永
一
七
年
（
一
六
四

0
)
八
月
万
日
「
御
郡
カ
ガ
御
仕
置
」
、
寛
文
六
年
（
ニ
ハ
六
六
）
八
月

が
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
み
て
い
き
た
い
。

二
、
寛
永
検
地
以
後
の
再
検
地

寛
文
一
三
年
検
地
帳
を
は
じ
め
と
す
る
仙
台
藩
の
検
地
帳
を
分
析
す
る
に
際
し
、
主
に
検
地
骰
に
散
見
さ
れ
る
「
本
新
田
」
に
つ
い
て

解
決
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
の
表
2
で
万
串
村
の
み
記
載
貰
高
が
一
村
の
村
高
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
検
地
頓
の
特

徴
と
し
て
、
記
載
さ
れ
て
い
る
耕
地
全
て
に
「
本
新
川
」
の
注
記
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
本
新
川
」
の
耕
地

し
か
検
地
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
「
本
新
田
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
寛
文
一
で
生
年
検
地
帳
を
考
え
る
上
で
の
論
点
と
も
考
え
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
「
本
新
田
」
を
議
論
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
、
仙
台
藩
の
検
地
法
令
に
お
い
て
「
新
田
」

(
-
）
検
地
法
令
に
お
け
る
再
検
地
の
規
定

の
実
施
の
背
景
と
意
義
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

一
関
城
下
周
辺
に
集
中
す
る
と
い
う
傾
向
を

っ
て
寛
文
―
―
二
年
検
地
恨
は
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
一
村
再
検
地
」
を

H
的
と
し
て
作
成
さ
れ
た
検
地
根
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

寛
文
一
三
年
検
地
実
施
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
旧
宗
勝
領
の
再
検
地
、
閏
発
に
よ
る
貰
高
増
加
の
い
ず
れ
か
を
直
接
の
契
機
で
あ
る
と

は
指
摘
し
難
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
様
々
な
検
地
実
施
の
刈
能
性
を
複
合
的
に
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
寛
文
一
三
年
検
地
板
が
特
定
の
村
に
の
み
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
村
が
家
勝
一
関
藩
の
中
で
も
何
ら
か
の
特
殊
な
性

格
を
有
し
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
当
検
地
戟
の
残
る
村
を
地
図
上
で
確
認
す
る
と
、

見
出
せ
る
（
図
1
)
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
点
に
留
意
し
、
な
ぜ
寛
文
一
三
年
検
地
が
宗
勝
一
関
藩
の
特
定
の
村
で
実
施
さ
れ
た
の
か
、
そ
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へ
更
糾
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

一
、
新
田
之
儀
ハ
、
諸
々
御
竿
入
候
所
ハ
、
本
田
並
御
板
付
叶
被
申
候
事

こ
こ
で
は
、
「
新
田
」
を
検
地
し
た
場
合
は
本
田
と
同
様
に
検
地
板
に
記
載
す
る
こ
と
、
た
だ
し
、
今
同
初
め
て
検
地
さ
れ
た
耕
地
に
つ

い
て
は
、
野
帳
に
「
新
田
」
と
記
載
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
．
速
、
水
一
五
年
（
一
六
三
八
）
ま
で
に
開
か
れ
た
「
御
印
判
新
田
」
「
壱
町
壱
歩

之
新
田
」
に
つ
い
て
は
、
給
人
の
名
請
地
と
す
る
こ
と
、
寛
永
一
六
年
（
ニ
ハ

□九
）
以
後
は
野
谷
地
の
召
し
上
げ
が
行
わ
れ
る
こ
と
か

「
新
田
」
と
し
て
取
り
立
て
ら
れ
て
い
た
耕
地
と
、
砲
永
検
地
時
に
初
め
て
検
地
さ
れ
た
耕
地
の
二
種
類
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
し
て
窟
永

検
地
が
総
検
地
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
と
き
新
規
に
開
発
さ
れ
た
「
新
田
」
を
除
き
、

仙
台
藩
の
耕
地
が
再
検
地
さ
れ
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
寛
永
検
地
も
「
一
村
再
検
地
」
で
あ
っ
た
と
指
摘
で
き
る
。
ま
た
寛
永
検
地
に

お
い
て
、
旧
来
か
ら
の
「
新
田
」
に
つ
い
て
は
、
「
本
田
並
御
眼
付
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
検
地
に
よ
っ
て
「
新
田
」
か
ら
「
本
地
」

次
に
寛
文
の
法
令
で
あ
る
が
、
こ
れ
か
出
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
は
「
寛
永
検
地
後
の
新
田
の
激
増
、
本
田
•
本
畑
の
変
化
、
荒
地
の

状
況
等
、
新
規
の
事
態
に
対
応
し
て
、
さ
ら
に
一
層
の
耕
地
の
正
確
な
把
握
を
期
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
」
と
さ
れ
る
。

ら
、
「
御
蔵
人
新
田
」
と
記
載
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
。

れ
る
。

二
日
、
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
九
月
一
一
五
日
の
三
皿
出
さ
れ
て
い
る
。

訊
水
一
七
年
の
法
令
は
寛
永
検
地
に
先
立
ち
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
い
こ
の
法
令
で
「
新
田
」
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
条
文
が
み
ら

但
、
此
度
初
而
御
竿
入
候
所
ハ
、
野
帳
よ
り
之
ド
ニ
祈
田
と
書
付
可
被
申
候
、
附
、
御
印
判
新
田
壱
町
壱
歩
之
新
田
何
も
寛

永
一
五
年
起
迄
ハ
、
給
人
之
名
付
二

nJ
被
山
候
、
同
一
六
年
よ
り
ハ
野
谷
地
被
召
上
候
間
、
御
蔵
入
新
田
と
書
付
可
被
申
候

事

つ
ま
り
、
寛
永
検
地
の
実
施
に
際
し
て
「
新
田
」
は
、
寛
永
検
地
以
前
に

か
つ
て
検
地
さ
れ
た
土
地
も
含
め
た
全
て
の
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附

が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

が
行
わ
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

(20} 

一
村
一
宇
御
竿
入
直
之
所
ハ
、
如
兼
而
之
新
田
も
本
地
二
直
可
被
申
、
勿
論
始
而
御
竿
相
入
候
新
田
ハ
可
為
新
田
事

一
村
単
位
で
再
検
地
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
、
こ
の
と
き
に
「
如
兼
而
之
新
田
」
、
つ
ま
り

こ
れ
以
前
に
「
新
出
」
と
し
て
取
り
立
て
ら
れ
て
い
た
耕
地
を
「
本
地
」

へ
更
新
す
る
よ
う
明
出
さ
れ
て
い
る
°
た
だ
し
、
今
回
初
め
て

最
後
に
寛
文
八
年
の
法
令
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
主
に
検
地
役
人
の
病
気
や
休
日
に
関
す
る
規
定
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
、
検
地
法
令
中
の
「
新
田
」
規
定
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
こ
の
中
で
、
寛
永
検
地
以
後
に
実
施
さ
れ
る
検
地
が
新
田
検
地
の
み
で

な
い
こ
と
。
「
新
田
」
と
し
て
検
地
さ
れ
た
耕
地
も
後
に
再
検
地
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
際
に
は
「
新
田
」
か
ら
「
本
地
」
へ
の
更
新

と
こ
ろ
で
、
検
地
に
関
す
る
法
令
が
な
ぜ
寛
文
六
年
お
よ
び
同
八
年
に
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
寛
文
六
年
の
法
令
で
は
再
検
地
に

つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
寛
永
検
地
以
後
、
「
本
地
」
に
対
す
る
何
ら
か
の
変
更
が
起
こ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
寛
文
検

地
法
令
の
背
景
と
し
て
「
本
田
・
本
畑
の
変
化
」
と
い
う
の
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
例
え
ば
次
の
条
文

一
、
田
ヲ
畑
二
為
打
、
畑
を
田
二
打
せ
申
度
由
、
品
二
よ
り
百
姓
共
望
申
候
共
、
本
地
新
田
共
堅
御
竿
相
人
申
間
敷
候
事

一
、
御
蔵
入
之
内
百
姓
勝
手
二
よ
り
御
代
官
衆
吟
味
之
上
、

為
相
出
留
二
付
置
起
揃
候
節
、
御
竿
相
入
高
直
可
被
巾
候
、
跡
々
起
置
候
所
も
御
郡
奉
行
衆
相
談
之
上
御
竿
入
可
被
巾
候

給
人
前
二
畑
返
之
俄
所
柄
二
よ
り
畑
二
成
兼
田
二
仕
度
由
百
姓
望
申
候
ハ
ヽ
、
新
田
可
申
受
候
、
地
主
之
百
姓
・
村
肝

入
証
文
御
代
官
衆
見
届
之
上
、
御
郡
奉
行
衆
書
付
為
仕
候
ハ
ヽ
、
出
入
JlJ
衆
末
書
二
而
御
割
屋
留
二
付
置
、
弐
ヶ
年
目
二
御

検
地
し
た
耕
地
は
「
新
田
」
と
す
べ
き
と
し
て
い
る
。

と
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
条
文
で
は
、

ヽ

ま
ず
、
寛
文
六
年
法
令
に
お
い
て
「
新
田
」
は
、

田
ヲ
畑
二
仕
、
畑
を
田
二
仕
候
ハ
ヽ
、
御
郡
奉
行
衆
よ
り
御
割
屋
書
付
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き
た
い
。

ま
ず
、

竿
相
入
御
帳
面
相
直
代
高
出

H
分
ハ
面
々
江
被
ド
筈
二
候
間
、
追
而
出
入
司
衆
江
可
申
聞
條
、
自
今
以
後
書
付
相
調
不
申
自

分
畑
返
仕
候
ハ
ヽ
、
御
竿
相
入
出

H
之
分
御
蔵
二
可
被
申
候
事

田
を
畑
に
、
畑
を
田
に
し
た
い
と
い
う
変
哨
が
あ
っ
て
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
検
地
を
認
め
な
い
と
し
て
い
る
。
次
に
、
蔵
入

地
に
お
い
て
、
地
目
の
変
更
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
高
を
直
す
こ
と
。
附
で
は
給
人
前
の
土
地
に
つ
い
て
触
れ
て
お
り
、
畑
返
（
畑
に
で

き
ず
田
に
変
更
し
た

t
地
）
に
つ
い
て
は
新
田
と
す
べ
き
こ
と
。
一
一
年

H
に
検
地
を
行
い
高
を
直
し
、
地
目
変
更
に
よ
る
一
反
あ
た
り
の

耕
地
の
貰
高
の
差
異
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
下
さ
れ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
申
告
せ
ず
に
勝
手
に
畑
返
を
行
っ
た
場
合
は
、
こ
の
貫
高
の
差
異

分
を
藩
に
納
め
る
べ
き
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
条
文
か
ら
、
「
本
地
」
に
対
す
る
変
更
と
し
て
地
目
変
更
が
起
こ
っ
て
い
た

様
子
が
窺
え
る
。
特
に
給
人
前
に
お
け
る
畑
返
に
つ
い
て
は
、
「
新
田
」
の
扱
い
を
受
け
、
鍬
卜
年
季
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
法
令
が
出
さ
れ
た
時
期
の
藩
政
、
そ
し
て
寛
文
六
年
法
令
に
直
ち
に
対
応
す
る
形
で
実
施
さ
れ
た
検
地
が
桃
生
郡
の
も
の
で
あ

る
こ
と
な
ど
か
ら
、
伊
達
家
勝
の
関
与
が
窺
え
る
。
寛
文
期
の
仙
台
藩
政
は
俗
に
後
見
人
政
治
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
、
幼
少
で
あ
っ
た
藩

主
亀
千
代
の
後
見
人
で
あ
る
宗
勝
が
権
力
を
ふ
る
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
桃
生
郡
は
、
｛
克
文
五
年
(
-
六
六
五
）
以
降
、
遠
田
郡
と
谷
地

を
め
ぐ
る
境
相
論
が
激
化
し
、
宗
勝
失
脚
の
契
機
と
な
る
寛
文
事
件
の
引
き
金
の
一
っ
と
な
っ
た
地
域
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
地
域
の
開

発
は
一
関
藩
、
岩
沼
藩
へ
仙
台
藩
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
―
こ
Jj
石
を
分
知
す
る
に
際
し
て
、
そ
の
不
足
分
を
賄
う
た
め
に
間
発
が
計
画
さ
れ
た
場

(24) 

所
と
い
わ
れ
る
。
寛
文
六
年
法
令
が
こ
の
地
域
の
検
地
を
意
図
し
た
可
能
性
、
さ
ら
に
、
寛
文
八
年
法
令
で
検
地
役
人
に
対
す
る
規
定
を

出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
支
配
強
化
な
ど
を
期
待
し
て
寛
永
総
検
地
以
来
の
仙
台
藩
総
検
地
の
実
施
を
企
図
し
た
可
能
性
も
示
唆
し
て
お
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つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

に
お
い
て
は
じ
め
て
「
新
田
」
が
「
本
地
」
に
編
入
さ
れ
た
も
の
を
指
す
と
し
、
さ
ら
に
寛
永
検
地
の
竿
入
地
が
「
本
地
」
で
あ
り
「
本

新
田
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
渡
辺
侶
夫
氏
は
寛
永
一
八
年
「
岩
井
流
之
内
涌
津
村
御
検
地
野
帳
」
に
お
け
る
芳
賀
正
左
衛
門
家
中
孫

右
衛
門
の
名
請
地
に
つ
い
て
「
名
請
地
の
す
べ
て
が
「
本
新
田
」
」
で
あ
る
か
ら
、
「
「
御
蔵
入
」
が
新
田
或
は
本
新
田
に
多
い
と
こ
ろ
か
ら

し
て
、
藩
の
新
田
間
発
と
の
関
連
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
が
そ
の
ほ
か
は
明
か
で
な
い
」
と
し
て
お
り
、
「
本
新
田
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
明

示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
新
田
開
発
と
の
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
。
高
倉
淳
氏
は
文
化
-

1

年
(
-
八

0
五
）
西
磐
井
郡
下
油
田
村
の
「
田
方

御
本
地
検
地
帳
」
「
本
新
田
検
地
帳
」
「
起
目
新
田
検
地
帳
」
「
畑
御
本
地
検
地
帳
」
「
畑
起
目
新
田
検
地
脹
」

新
田
」
「
起

H
新
田
」
を
開
発
時
期
に
よ
る
名
称
の
区
分
と
さ
れ
、
：
本
地
」
が
寛
永
一
八
年
の
総
検
地
の
際
の
田
畑
、
「
本
新
田
」
が
正
保

か
ら
延
宝
に
か
け
て
開
発
さ
れ
た
も
の
、
「
起
目
新
田
」
が
几
緑
か
ら
亨
保
に
か
け
て
の
も
の
と
さ
れ
た
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
「
本
新
田
」
の
意
味
に
つ
い
て
先
行
研
究
で
は
新
田
開
発
と
の
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
な
か
で
も
翡

倉
氏
が
最
も
限
定
的
な
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
解
釈
が
ど
の
よ
う
に
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
議
論
の

余
地
が
残
さ
れ
て
お
り
、
以
ー
ト
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
苔
た
い
。

高
倉
氏
が
参
照
さ
れ
た
史
料
と
類
似
の
表
題
が
つ
い
た
検
地
韻
が
下
黒
沢
村
に
も
存
在
す
る
。
ま
ず
は
こ
れ
を
事
例
に
、
記
載
内
容
に

①
慶
應
一
二
年
「
磐
井
郡
西
岩
井
下
黒
沢
村
西
方
御
本
地
畑
方
御
検
地
帆
」

の
「
一
、
百
姓
新
屋
敷
本
地
新
田
二
而
望
候
ハ
ハ

「
本
新
田
」
に
つ
い
て
は
、
研
官
見
の
限
り
仙
台
藩
の
検
地
法
令
な
ど
で
そ
の
意
味
を
明
記
し
た
も
の
は
見
％
た
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
ま

ず
は
先
行
研
究
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
言
及
さ
れ
て
い
る
か
み
て
い
ぎ
た
い
。
宮
手
毅
氏
は
、
寛
文
六
年
「
御
検
地
方
御
定
之
事
之
部
」

（
二
）
「
本
新
田
l

の
位
置
付
け

（
後
略
）
」
の
：
本
地
新
田
」
を
「
本
新
田
」
と
同
一
の
も
の
と
理
解
さ
れ
、
寛
永
検
地

の
分
析
か
ら
、
「
本
地
」
「
本
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下
々
田

山
下
寛
文
拾
三
年
奈
良
如
閏
高
盆
げ
兵
衛
答

下
々
畑

川

前

本

祈

田

（
中
略

下
畑
く
ね
そ
ヘ

四
間
」

「

lt
間

八
歩

寛
文
拾
三
年

延
宝
几
年

廿
壱
間
」

「
廿
．
―
-
間

四
セ
廿
歩

弐
拾
歩
五
文
内

式
文

五
文

荒
屋
劇
茂
左
衛
門
答

六
セ
拾
七
歩

壱
反
六
セ
三
歩

-
。
一
拾
弐
文
内

拾
三
文

上
ノ
台
屋
戚
六
右
衛
門
答

新
之
丞

新
右
衛
門
代

ト
大
桑
屋
敷

翡」
「翡

②
慶
応
三
年
「
磐
井
郡
柑
岩
井
下
黒
沢
村
西
方
田
方
本
新
田
御
検
地
転
」 同

文
作

佐
々
木
清
作
代

梨
屋
敷

市
之
唸

鹿
野
屋
敷
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帳
を
参
照
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

三
歩

下
々
田

裔」
「
：
間

六
歩
弐
文
内

田
畑

③
慶
応
三
年
「
磐
井
郡
西
岩
井
下
黒
沢
村
両
方
起
目
田
方
御
検
地
帳
」

下
々
田

せ
き
下

（
中
略
）

元
禄
四
年

上
大
桑
屋
敷

こ
れ
ら
は
全
て
名
寄
形
式
で
あ
り
、
字
名
、
縦
横
間
数
、
面
積
、
貫
高
、
名
請
人
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
史
料
で
特
筆
す
べ
き
点

と
し
て
、
傍
線
部
で
示
し
た
箇
所
の
よ
う
に
、
過
去
の
検
地
板
を
参
照
し
、
そ
の
検
地
帳
の
名
請
人
を
併
記
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

る
。
こ
の
参
照
関
係
は
、
史
料
の
表
題
の
「
本
地
」
「
本
新
田
」
「
起
日
（
新
田
）
」
の
別
に
対
応
し
て
お
り
、
「
本
地
検
地
板
」
は
虻
文
一

一
二
年
検
地
脹
、
延
宝
九
年
畑
返
検
地
帳
を
、
「
本
新
田
検
地
載
」
で
は
寛
文
二
二
年
新
田
検
地
帳
と
延
宝
九
年
新
田
検
地
恨
「
起
目
（
断

川
）
検
地
帳
」
は
元
禄
以
後
の
検
地
戟
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
し
て
い
る
。

高
倉
氏
が
「
本
地
」
「
本
新
田
」
「
起
日
新
田
」
を
、
開
発
時
期
の
区
分
と
解
釈
さ
れ
た
の
は
、
対
象
と
さ
れ
た
下
油
田
村
で
、
「
本
地
検

地
帳
」
が
寛
永
検
地
帳
を
、
「
本
新
田
検
地
板
」
が
正
保
か
ら
延
宝
期
の
検
地
帳
を
、
五
起
日
新
田
検
地
帳
」
が
元
禄
か
ら
享
保
期
の
検
地

て
間
」

「
四
間

架
良
坂
屋
劇
作
正
ハ
衛
答

四
歩

拾
弐
歩
―
-
．
文
内

壱
文 玉

写
又

延
宝
九
年
新
屋
敷
与
右
衛
門
答

安
右
衛
門
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山
畑

本
新
田

右
に
述
べ
て
き
た
耕
地
区
分
は
、
田
村
一
関
藩
時
代
に
作
成
さ
れ
た
帳
簿
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
し
か
し
実
際
に
は

「
本
新
田
」
記
載
は
、
帳
簿
の
表
題
に
記
載
さ
れ
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
先
に
み
た
よ
う
に
仙
台
藩
の
寛
永
検
地
野
帳
や
寛
文
一
三
年
検
地

板
に
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
寛
永
検
地
野
戟
に
み
ら
れ
る
「
本
新
田
」
晶
載
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
正
保
期
か
ら
延
宝
期
に
開
発
さ

れ
た
と
す
る
議
で
は
時
期
に
差
が
牛
じ
る
た
め
に
説
明
で
き
ず
、
別
の
解
釈
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
、
次
に
田
村
一
関
藩
以
外
の
「
本

三
、
「
本
新
田
」
の
分
析

田
村
一
関
藩
以
外
に
み
ら
れ
る
「
本
新
田
」
の
例
と
し
て
、
私
見
で
は
次
の
検
地
帳
が
確
認
で
き
る
。
①
寛
永
検
地
野
帳
、
②
寛
文
七

年
（
一
六
六
七
）
桃
生
郡
深
谷
矢
本
村
検
地
板
、
③
同
年
同
郡
深
谷
赤
井
村
検
地
帳
、
④
寛
文
ロ
一
年
（
一
六
七
二
）
柴
川
郡
舟
岡
村
検

地
帳
、
⑤
寛
文
一
1

ご
年
(
-
八
七
―
-1)

西
岩
井
郡
一
関
村
・
ニ
関
村
・
五
串
村
・
下
黒
沢
村
検
地
戟
、
⑥
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）
下
黒

沢
村
畑
返
検
地
脹
で
あ
る
。
そ
れ
そ
れ
の
史
料
に
お
け
る
記
載
例
を
示
す
と
以
下
の
通
り
と
な
る
。

①
寛
永
一
八
年
「
西
岩
井
之
内
中
用
村
御
検
地
野
戟
」

拾

式

間

」

「
闊
人
間

6
 

{
3
 

②
寛
文
七
年
「
桃
牛
郡
深
谷
矢
本
村
御
検
地
戟
」

ード

畑

山

き

し

本
新
田

(
-
）
「
本
新
田
」
の
記
載
事
例

新
田
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

茂
庭
大
蔵
分

助

竹

同
大
蔵
家
中
鈴
木
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ら
「
本
地
」
へ
更
新
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
が

①
か
ら
⑥
の
例
で
は
、
「
本
新
田
」
の
叫
載
は
そ
れ
ぞ
れ
の
字
名
の
下
に
一
筆
毎
の
耕
地
に
対
す
る
注
晶
と
し
て
み
ら
れ
る
（
；
表
題
に
注

目
し
て
み
る
と
、
寛
永
検
地
野
戟
、
先
に
寛
文
六
年
法
令
で
み
た
よ
う
な
再
検
地
輯
、
そ
し
て
畑
返
検
地
戦
な
ど
で
あ
り
、
「
本
新
田
」
の

記
載
は
新
田
検
地
帳
に
は
み
ら
れ
な
い
。
先
に
寛
永
一
七
年
お
よ
び
党
文
六
年
の
法
令
で
「
新
田
」
が
再
検
地
さ
れ
た
際
に
「
新
田
」
か

一
筆
毎
の
耕
地
に
つ
け
ら
れ
た
「
本
新
田
」
の
記
載
が
そ
の
よ
う
な
更
新
さ
れ
た
耕

下
々
田

八

間

」

「
拾
壱
間

弐
畝
弐
拾
八
歩
弐
拾
．
1

・文

渕
上

本
新
田

七
セ
拾
壱
分

拾
：
：
間
」

「
拾
し
間

⑤
寛
文
一
三
年
「
磐
井
郡
西
岩
井
下
黒
沢
村
御
検
地
帳
」
（
大
明
几
年
写
）

三
セ
弐
拾
七
歩

⑥
延
宝
九
年
「
磐
井
郡
西
岩
井
下
黒
沢
村
畑
返
御
検
地
帳
」
（
天
明
元
年
写
）

下
田

翡
」

「
虹
間

四
拾
三
文

沢
田

本
新
田

下
畑

拾
五
文

土
手
外

本
新
田

ぉ

④
寛
文
一
―
一
年
「
柴
田
郡
舟
岡
村
御
検
地
眼
」
（
文
政
八
年
写
）

下

田

三宮二こ
門1

四
畝
弐
拾
三
歩

ト
盆
子

l

、

i

本
新
田

{37) 

③
窟
文
七
年
「
桃
生
郡
深
谷
赤
井
村
御
検
地
帳
」

下
々
畑

九

間

」

「
人
拾
心
間

．
、
し

q.‘

~
ノ
セ
）
月
ノ

斤
拾
二
文

六
文
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し
て
い

み
ら
れ
る
。

と
い
え
る
。

こ。t
 三）

1
0
冊、

村
再
検
地
」
で
あ
る
こ

一」一
9
,
1
 

し‘

に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

て
い
る
。 て

い
る
村
と
、

の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、

て
お
り
、
「
新
田
」
の
「
本
地
」

の
た
め
あ
わ
せ

て
の
検
地
を

と
い
う
史
料

て
い
な
い
村
を
み
る
と
、
こ
れ
に
は
次
の

し
て

て
い
た
た
め

fr

、、

の
カ

て
い
な
い

邸
例
と
思
わ
れ
る
も
の
を
抽
出
し
た
。
ま
た
、 お
け
る
、
検
地
帳

(41) 

め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

お
り
あ
る
。

る
も
の
で
は
な
い

に
編
入
さ
れ
た
も
の
を

る

と

ら
カヽ、

ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
行
研
究
の

へ
の

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
れ

こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
、
仙

か
の
二
点
に
つ
い
て
み
て
い
ぎ
た
い
。

め、

ヘ

で
み
た
よ
う
に
、

し‘

い
う
点
に
お
い
て

に
関
わ
の

の
て で

に
お
い
て
は
じ
め
て



寸
寸 表4 検地帳遺存状況

支配変遷 宗勝→仙台→田村 宗勝→仙台 宗勝→仙台 宗勝→仙台→田村 宗勝→仙台→田村 宗勝→仙台 仙台→田村

西磐井郡 西盤井郡 西磐井郡 西磐井郡 西磐井郡 西磐井郡 流郡
和暦 西暦 滝沢村 五串村 猪岡村 三関村 下黒沢村 山目村 下油田村

究永18 1641 検地帳 検地帳 検地帳 検地帳
正保2 1645 新田検地帳 新田検地野帳＊ 新田検地帳

明暦2 1656 新田検地帳
万治元 1658 新田検地帳 新田検地野帳＊ 新田検地帳

万治2 1659 新田検地帳

寛文9 1669 新田検地帳

寛文13 1673 新田検地帳
検地帳 検地帳 検地帳
新田検地帳 新田検地帳 新田検地帳

延宝3 1675 新田検地帳

新田検地帳 新田検地帳
新田検地帳延宝9 1681 田返検地帳 田返検地帳 新田検地帳 新田検地帳

畑返検地帳 畑返検地帳
畑返検地帳

貞早3 1686 新田検地帳

元禄2 1689 新田検地帳

元禄3 1690 新田検地帳

元禄4 1691 起目新田検地帳 新田検地帳 新田検地帳 起目新田検地帳
起目新田検地帳

（西黒沢村）

元禄6 1693 新田検地帳 新田検地帳

元禄7 1694 新田検地帳 起目新田検地帳

元禄8 1695 新田検地帳

元禄10 1697 起目新田検地帳 起目新田検地帳
起 目新田検地帳

（西方）

元禄11 1698 新田検地帳

元禄12 1699 新田検地帳

宝永4 1707 起目新田検地帳
起目新田検地帳

（西方）

正徳3 1713 本地田畑返検地帳 本地畑返検地帳
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享保3 1718 起目新田検地帳 起目新田検地帳
起目新田検地帳

（西方）

享保11 1726 
除屋敷検地帳
（山谷）

享保12 1727 起目新田検地帳
起目…て』必，．，＿，ご

享保18 1733 新田検地帳 L（L西l心方1火） 」,u,•1沢

元文5 1740 
起目畑切添新御

竿人検地帳

寛保元 1741 
-1盲 9"-

寛保2 1742 ifJ（I 小1:1」猪1、天且岡!!,）I肛民

安永3 1774 起目新1Il検地帳

文化2 1805 

< 1809 
： ; ｝ 如紐：ポ ＇，瓦
|．← 

1812 

文化14 1817 起l1新田検地帳
畑返田方切返畑

| 検地帳（西方）

文政元 1818 起目新田検地帳

本地畑返検地帳
新田開発検地帳

文政10'1827 新田畑返検地帳 抽杓l汎杖除・Ii—|‘I
祈田開発検地帳（山谷）

崩il:l]開発検地帳

新田開発検地帳

文政11 1823 叶籾田印開発l刑検冗地恢帳卿（本限寺） 養賢堂御相続料
新田開発検地帳

文政13 1825 起目畑方検地帳
i 

天保2 1831 新畑開発検地帳
起---

天保4 1833 新田検地帳 和（西11:tl方↑央）J;叫|灰

天保5 1834 新田開発検地帳

天保8 1837 新畑開発検地帳

g
V
 



等 I天保12 1841 
戸裁~す1Jヽ<a り 1850 

安政4 1857 

1858 

安政6 1859 

慶応3 1867 

明治4I 1871 
年不詳明屋敷検地

帳あり

起目新田畑方検地帳

本新廿l吠III方検地帳
オ

田

地畑方検地帳

地田方検地帳

I本地畑ふ麟
起日

起目
古抽サrh亜抽，HII1

新田検地帳

注： ＊はもりおか歴史文化館、その他は全て岩手県立固書館にて確認できた史料をもとに作成した。写しの史料も含む。
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板
簿
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
従
永
検
地
帳
が
遺
存
し
て
い
な
い
村
に
つ
い
て
は
、
寛
文
一
三
年
検
地
帳
な
い
し
は
御
竿
入
直
検

地
根
が
寛
永
検
地
帳
に
か
わ
る
甚
礎
戟
簿
と
し
て
機
能
し
た
た
め
、
寛
永
検
地
帳
が
遺
存
し
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

五
串
村
の
場
合
は
、
右
の
検
地
帳
遺
存
状
況
に
照
ら
す
と
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
。
五
串
村
の
寛
文
一
三
年
検
地
帳
は
「
本
新
田
」

の
み
を
記
載
し
た
も
の
で
あ
り
、

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
三
）
「
本
新
田
」
と
再
検
地

一
村
全
て
を
再
検
地
し
た
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
基
礎
帳
簿
と
し
て
は
寛
永
検
地
帳
が
遺
存

本
節
で
は
、
「
新
田
」
が
再
検
地
さ
れ
た
際
に
「
本
新
田
」
の
注
品
が
付
さ
れ
る
の
か
、
そ
し
て
、
「
本
新
田
」
と
注
記
さ
れ
た
耕
地
が

再
検
地
さ
れ
た
際
に
は
注
記
が
外
れ
る
の
か
に
つ
い
て
検
祉
し
て
い
く
。
対
象
と
す
る
検
地
帳
は
、
下
黒
沢
村
の
寛
文
一
三
年
検
地
帳
、

同
年
新
田
検
地
帳
、
延
宝
九
年
畑
返
検
地
帳
で
あ
る

（表
l
③
④
虚
。
以
下
本
節
で
は
こ
の
番
号
に
も
と
づ
き
、
寛
文
十
三
年
検
地
脹
を

③
、
同
年
新
田
検
地
帳
を
④
、
延
宝
九
年
検
地
躾
を
⑤
と
表
記
す
る
。
）
。

確
認
す
べ
ぎ
点
は
、
③
に
「
本
新
田
」
と
注
記
さ
れ
た
耕
地
が
⑤
で
再
検
地
さ
れ
た
場
合
に
「
本
新
田
」
注
記
が
は
ず
れ
る
の
か
。
④

に
記
載
さ
れ
た
耕
地
が
⑤
で
再
検
地
さ
れ
た
際
に
、
「
本
新
田
」
と
注
記
さ
れ
る
か
と
い
う
二
点
で
あ
る
。
表
5
は
、
こ
の
検
討
の
た
め

に
、
四
人
の
名
請
人
に
つ
い
て
右
の
関
係
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
③
お
よ
び
④
に
は
、
検
地
帳
の
よ
尾
に
、
「
位
ノ
上
江
此

0
(箪
者
注
□

黒
字
で

0
を
描
き
、
朱
で
彩
色
）
赤
早
突
此
＼
（
筆
者

注
こ
畑
返
が
行
わ
れ
た
一
筆
耕
地
の
卜
に
付
け
ら
れ
る
記
号
）
点
掛
候
分
五
口
迄
延
宝
九
年
秋
畑
返
二
成
候
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
帳
簿

が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
帳
簿
で
は
実
際
に
一
筆
耕
地
の
上
に

0
や
＼
の
記
号
が
付
い
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
が
延
宝
九
年
で
畑
返
さ

れ
た
耕
地
と
判
断
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
記
載
方
法
に
よ
り
、
帳
簿
卜
で
の
重
複
が
避
け
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
表
5
で
取
り
卜
げ
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表5 延宝9年下黒沢村畑返検地帳

A万言／可検言髯おけげぎ戸戸『三胴『亨『窟井「亨］言
畑返1

畑返2

畑返3

畑返4

畑返3

畑返4

畑返2

畑返l

貫一

0
-
0

文一

9
-
8

4寛文13年新田検地帳における保有耕地（畑返の注記が付された耕地のみ抽出）

五〗1::~9`:I:畑 1 長：1） 1横：：1）I II ? I : I ; I ? 文一2-1
0

（豆延宝9年畑返検地報における保有耕地

字名 注記 等級長（間）

谷地はた 本新旧 下田 8 

谷地はた 本新IU 中田 11 

道はた 一 下田 8 

道はた ト田 8 

横（間）

12 

16 

19 

21 

畝一

3
-
5
-
5
-
5

反一

0
-
0
-
0
-
0

町一

0
-
0
-
0
-
0

歩一

6
-
2
6
-
2
-
1
8

貫一

0
-
0
-
0
-
0

文一

35-76-56-62

B新屋敷新百姓 長右衛門

③寛文13年検地板における保有耕地
遺存分には保有耕地はみられない

畑返l

畑返2

畑返2

畑返l

1寛文13年新田検地帳における保打耕地（畑返の注記が付されている耕地のみ抽1,1i)

字名： I ：ご〗；；正：I ：：：川I長：問）『黄［：日り）I 内I 勺I : I [ I : 文一13
-
l

,5延‘i託9年畑返検地帳における保有耕地

字名 注記 等級 長（間） 横（間） 町 反 畝 歩 貫 文

野涼 本新田 卜―Hl 2 5 

゜゚ ゜
10 

゜
4 

野添 本新田 ドW 7 8 

゜゚
1 26 

゜
21 

畑添 F々 田 8 22 

゜゚
5 26 

゜
47 

畑派 ト•HI 11 22 

゜゚
8 2 

゜
89 

畑添 下田 14 16 

゜゚
7 14 

゜
82 

田合it

゜
2 3 18 

゜
243 

野てはし、 ド畑 7 18 

゜゚
4 6 

゜
8 

合計

゜
2 7 24 

゜
251 
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C谷起屋敷藤左衛門

i3窟文13年検地板における保有耕地（畑返の注記が付されている耕地のみ抽/1¥J

字名 l 注言e i等級 i長（間） l横（間） l町 l反 i 畝 l歩 l貫 I 文
畑返lIのてはい I 本新Ill I r畑 I 16 I 20 I o I 1 I o I 20 I o I 21 

4寛文13年新田検地板における保打耕地
名闇地に畑返の注記が付されている耕地かない

5延宝9年畑返検地飯における1呆打耕地
字名 注記 等級 長（間）

畑返lI野てはい 下々田

畑返1I野てはい ド畑

Dあら屋敷新百姓 長九郎

〗寛文 13年検地戟における保有耕地
遺存分には記載はみられない

12 

8 

横（間）

13 

17 

町 反 畝 歩 争貝

゜゚
5 6 

゜゜゚
4 16 

゜

4寛文13年新田検地帳における保有耕地（畑返の注記が付されている耕地のみ抽出）

文

42 

， 

畑返l| ＜：：わI寛：主，誓二起 17霊I長図月） I横;:]） I : I [ | ? I 悶I ? | : 
5延宝9年畑返検地脹における保有耕地

字名 注記 等級 長（問） 横（間） 町 反 畝 歩 毎頁 文

畑返l l l l卜 本新UI Iヽ一々田 12 14 

゜゚
5 18 

゜
45 

くねきわ 下[!J 7 ， 

゜゚
2 3 

゜
23 

くねきわ 卜―iII 6 13 

゜゚
2 18 

゜
29 

川はた 中田 7 11 

゜゚
2 17 

゜
33 

野はた ト・1-H 13 17 

゜゚
7 11 

゜
81 

逍渕 ドll l 12 17 

゜゚
6 24 

゜
75 

Ill合叶

゜
2 7 1 

゜
286 

畑返l ll）ド 本新Ill F畑 14 15 

゜゚
7 

゜゚
14 

くねきわ？ ド畑 ， 10 

゜゚
3 

゜゚
6 

くねきわ？ F畑 4 5 

゜゚ ゜
20 

゜
1 

野はた ド畑 7 10 

゜゚
2 10 

゜
5 

道渕 F畑 16 16 

゜゚
8 16 

゜
17 

畑合計

゜
2 1 16 

゜
43 

合計

゜
4 8 17 

゜
329 

注： 0番号は、表1の検地板番号と対応する。
③は寛文13年磐井郡内岩井F黒沢村御検地帳（火明元年写）、④:は寛文13年磐井郡西岩井（之
内）下黒沢村新田御検地載（天明元年写）、⑤は延宝9年磐井郡西岩井ド黒沢村畑返御検地板
（犬明元年写） （いずれも岩手県立図書館蔵）をもとに作成した。
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に
近
似
す
る
こ
と
か
ら
、

C
の
藤
左
衛
門
同
様
、

一
筆
を
一
一
筆
に
分
割
し
た
も
の
と
判
断
で
き
る
。

た
③
、
④
の
耕
地
は
全
て
右
の
注
記
が
付
さ
れ
て
お
り
、
廷
宝
九
年
に
畑
返
し
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

A
の
荒
屋
敷
助
惣
は
③
④
⑤
の
一
孟
一
冊
全
て
で
耕
地
の
保
有
を
確
認
で
き
る
。
ま
ず
、
①
の
字
「
道
は
た
」
の
畑
二
筆
が
、
⑤
で
は
田
一
．

筆
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
畑
返
し
さ
れ
た
と
判
断
で
き
る
。
③
で
は
「
本
新
川
」
の
注
出
が
み
ら
れ
る
が
、
⑤
で
は
こ
の
注
記
が
み
ら

れ
な
い
。
④
の
「
谷
地
は
た
」

の
畑
二
筆
も
同
じ
く
⑤
で
は
田
一
一
筆
に
な
っ
て
お
り
、
畑
返
し
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
耕
地
は
④

で
「
寛
文

0
年
起
」
の
注
記
が
付
さ
れ
て
い
た
が
、
⑤
で
は
「
本
新
田
」
と
注
品
さ
れ
て
い
る
（

B
の
新
屋
敷
新
百
奸
長
右
衛
門
も
、
④
の
字
「
野
そ
へ
」
の
畑
二
筆
が
、
⑤
で
畑
返
し
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
も
A
の
助
惣
と
同
じ
く
、

④
で
「
虹
文

0
年
起
」

の
注
記
が
み
ら
れ
た
も
の
が
、
⑤
で
は
「
本
新
田
」
に
か
わ
っ
て
い
る
3

C
の
谷
起
屋
敷
藤
左
衛
門
は
⑤
の
五
野
て
は
い
」
二
筆
の
合
計
面
積
が
九
畝
二
二
歩
と
な
り
、
③
の
字
「
の
て
は
い
」

一
筆
を
二
筆
に
分
割
し
た
も
の
と
判
断
し
た
e

ま
た
、
こ
こ
で
も
③
に
み
ら
れ
た
「
本
新
田
」
の
注
記
が
⑤
で
は

以
上
一
二
名
の
耕
地
の
あ
り
方
か
ら
次
の
原
則
が
導
き
出
せ
る
C

③
に
：
蓋
和
川
」

の
注
出
が
付
さ
れ
て
い
た
耕
地
が
⑤
で
再
検
地
さ
れ

た
際
に
は
「
本
新
田
」
の
注
記
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
、
④
で
「
寛
文

0
年
起
」
の
注
出
が
さ
れ
て
い
た
耕
地
が
⑤
で
再
検
地
さ
れ
た
場
合

に
は
「
本
新
川
」
の
注
記
が
付
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
原
則
に
よ
る
と
、

明
で
き
る
。

一
筆

一
筆
の
面
積
と

D
の
あ
ら
屋
敷
新
百
姓
長
九
郎
は
次
の
よ
う
に
説

④
で
「
寛
文
0
年
起
」
の
記
載
が
み
ら
れ
る
「
＜
ね
き
わ
」
は
、
⑤
で
は
「
本
新
川
」
と
注
記
の
付
い
て
い
る
耕
地
に
該
当
す
る
ば
ず

で
あ
り
、
こ
れ
は
「
山
下
」
一
-
筆
に
し
か
み
ら
れ
な
い
。
字
名
は
変
わ
っ
て
い
る
が
、
「
山
ド
」
二
筆
の
合
計
面
積
が
「
＜
ね
き
わ
」

み
ら
れ
な
い
。

近
似
す
る
こ
と
か
ら
、

次
に
表
5
の
内
容
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
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い
る
の
で
あ
る
。

以

t
本
節
で
の
分
析
か
ら
検
地
眼
の
一
筆
耕
地
に
注
一
叫
さ
れ
る
「
本
新
田
」
は
、
直
近
の
新
田
検
地
板
に
記
載
さ
れ
た
耕
地
が
再
検
地

さ
れ
る
際
に
付
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
詔
で
き
た
U

そ
し
て
、
：
↑
地
」
の
再
検
地
が
行
わ
れ
る
の
は
必
ず
し
も
一
村
全
て
を
対
象

と
す
る
「
一
村
再
検
地
」
の
と
き
だ
け
で
は
な
く
、
部
分
的
に
実
施
さ
れ
る
畑
返
検
地
帳
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
る
e

こ
の
こ
と
は
、

畑
返
検
地
韻
が
過
去
に
一
度
検
地
さ
れ
た
じ
地
の
地
日
変
更
を
記
載
す
る
帳
簿
で
あ
る
こ
と
か
ら
雌
解
で
き
る
。

（
四
）
「
本
地
」
「
本
新
田
」
「
起
目
新
田
」

の
分
類

本
章
で
の
分
析
か
ら
、
先
に
高
倉
説
の
検
討
で
取
り
上
げ
た
、
「
本
地
検
地
帳
」
「
本
新
田
検
地
帳
」
「
起
日
新
田
検
地
躾
」
の
三
つ
の
耕

高
倉
氏
は
「
本
地
」
「
本
新
田
」
「
起
甘
新
田
」
を
時
期
に
よ
る
区
分
と
さ
れ
、

こ
で
ま
ず
「
本
地
検
地
載
」
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

下
油
田
村
の
検
地
帳
か
ら
は
確
か
に
そ
の
よ
う
な
意
味

が
導
き
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
先
に
巾
例
と
し
て
あ
げ
た
ド
黒
沢
村
の
「
本
地
検
地
軟
」
で
は
、
寛
文
―
一
三
年
検
地
躾
、
延
宝
九
年
畑
返

検
地
板
が
参
照
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合
、
「
本
地
」
を
「
空
水
検
地
」
と
す
る
高
倉
氏
の
時
期
に
よ
る
説
で
は
説
明
が
困
難
と
な
る
。
そ

「
本
地
検
地
帳
」
で
参
照
さ
れ
て
い
る
の
は
下
黒
沢
村
で
は
寛
文
一
「
一
年
検
地
脹
と
延
宝
九
年
畑
返
検
地
帳
で
あ
り
、
卜
油
田
村
で
は
寛

永
一
八
年
検
地
帳
を
参
照
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。
両
者
に
共
通
す
る
の
は
い
ず
れ
も
「
本
地
」
が
再
検
地
さ
れ
る
検
地

帳
に
該
当
す
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
寛
永
一
八
年
検
地
軟
や
党
文
：
―
＾
年
検
地
帳
は
村
の
基
礎
帳
簿
と
し
て
の
位
置
付
け
を
り
え
ら
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
本
地
検
地
戟
」
に
は
村
の
某
礎
軌
簿
を
含
む
「
本
地
」
の
状
況
を
確
認
で
き
る
検
地
帳
が
分
類
さ
れ
て

次
に
「
本
新
田
検
地
軌
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
下
黒
沢
村
で
は
寛
文
一
三
年
新
田
検
地
帳
、
延
宝
九
年
新
田
検
地
帳
を
参
照
し
て
お
り
、

地
分
類
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
見
通
し
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
C
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み
を
実
施
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

下
油
田
村
で
は
正
保
か
ら
延
宝
期
の
検
地
帳
を
参
照
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。
こ
こ
で
は
「
本
地
検
地
帳
」
と
は
対
照
的

に
「
本
地
」
や
「
新
田
」
が
再
検
地
さ
れ
る
よ
う
な
検
地
帳
は
該
当
し
て
お
ら
ず
、
全
て
新
田
検
地
帳
と
い
う
特
徴
が
あ
る
C

最
後
に
「
起
日
新
田
検
地
頓
」
は
下
黒
沢
村
で
は
、
几
禄
以
後
の
検
地
帳
を
参
照
し
て
い
た
。
卜
油
田
村
で
も
元
禄
か
ら
享
保
期
の
検

地
帳
を
参
照
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。

検
地
実
施
の
主
体
か
ら
み
れ
ば
、
「
木
地
検
地
帳
」
「
本
新
田
検
地
帳
」
に
分
類
さ
れ
る
の
は
、
仙
台
藩
に
よ
り
実
施
さ
れ
た
検
地
で
あ

り
、
田
村
一
関
藩
で
は
こ
れ
を
さ
ら
に
、
「
本
地
」
に
関
わ
る
検
地
帳
1
1

「
本
地
検
地
戟
」
、
「
新
川
」
に
関
わ
る
検
地
板
11

「
本
新
田
検
地

帳
」
の
一
一
種
類
に
分
類
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
し
て
、

田
村
一
関
藩
が
実
施
し
た
検
地
は
全
て
「
起
且
新
田
検
地
帳
」
に
分
類

さ
れ
た
。
表
4
を
概
観
す
る
に
、
田
村
一
関
藩
領
で
は
寛
永
検
地
帳
に
代
わ
る
窪
文
＝
ご
年
検
地
帳
、
御
竿
入
直
検
地
頓
な
ど
の
基
礎
帳

簿
を
作
成
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
同
藩
で
は
基
憫
板
簿
と
な
る
べ
き
検
地
朝
を
分
藩
の
際
に
本
藩
の
仙
台
藩
よ
り
受
け
継
い
だ
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
田
村
一
関
藩
で
は
「
起
日
新
田
検
地
帳
」
の
表
題
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
甚
本
的
に
は
新
田
検
地
の

な
お
、
こ
の
よ
う
な
検
地
帳
遺
存
状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
、
寛
文
一
＾
―
.
年
検
地
帳
実
施
の
有
無
に
つ
い
て
、
田
村
一
関
藩
で
あ
れ
ば
「
本

地
検
地
帳
」
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
、
「
本
地
検
地
帳
」
に
お
い
て
参
照
板
簿
が
党
、
水
検
地
帳
で
あ
る
か
、
寛
文
一
三
年
検
地
帳
で

あ
る
か
に
よ
り
判
断
が
で
き
る
。
表
1
の
牧
沢
村
、
富
沢
村
に
つ
い
て
も
こ
の
方
法
に
よ
り
寛
永
検
地
転
の
存
在
を
推
定
し
た
。
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施
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

四
、
寛
文
＿
三
年
検
地
実
施
の
背
景
と
意
義

以
上
の
分
析
を
跨
ま
え
て
、
寛
文
一
三
年
(
-
八
七
一
―
-
）
検
地
か
な
ぜ
宗
勝
一
関
藩
の
七
ヶ
村
の
み
で
実
施
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題

に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
ま
ず
、

下
黒
沢
村
の
党
文
一
二
年
検
地
帳
（
表
l
③
)
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
「
本
新
田
」
注
記

の
な
い
耕
地
（
「
本
地
」
）
と
、
「
本
新
田
」
注
記
の
あ
る
耕
地
（
「
本
新
田
」
）

新
田
」
と
の
区
別
で
あ
る
が
、
下
黒
沢
村
の
寛
文
一
―
二
年
検
地
帳
の
場
合
、
「
本
地
」
は
直
近
の
「
一
村
再
検
地
」
で
作
成
さ
れ
た
検
地
帳

に
記
載
さ
れ
た
耕
地
を
指
す
。
「
本
新
川
」
は
、
本
文
四
(
-
^
-
）
で
分
析
し
た
よ
う
に
、
直
近
の
新
田
検
地
戟
に
記
載
さ
れ
た
耕
地
で
、
新

し
く
「
本
地
」
に
更
新
さ
れ
た
も
の
を
指
す
。
寛
文
一
三
年
検
地
帳
が
「
一
村
再
検
地
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
直
近
の
二
村
再
検
地
」

以
降
に
作
成
さ
れ
た
新
田
検
地
軌
に
記
載
さ
れ
た
耕
地
は
全
て
「
本
新
田
」
と
し
て
寮
文
一
て
年
検
地
帳
に
再
度
記
載
さ
れ
る
。
寛
文
一

三
年
検
地
以
前
、
「
本
地
」
お
よ
び
「
本
新
田
」
が
い
つ
の
検
地
帳
に
記
載
さ
れ
た
耕
地
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
下
黒
沢
村
の

場
合
、
直
近
の
「
一
村
再
検
地
」
が
寛
永
検
地
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
寛
永
検
地
以
後
、
寛
文
一
―
-
．
年
以
前
に
「
一
村
再
検
地
」
が
実

こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
二
点
の
坪
由
か
ら
斑
文
元
年
頃
の
「
一
村
再
検
地
」
実
施
が
想
定
さ
れ
る
。

ま
ず
、
寛
文
一
三
年
新
田
検
地
帳
の
「
起
年
」
記
載
が
下
黒
沢
村
で
は
寛
文
四
年
か
ら
と
な
っ
て
お
り
、
寛
文
初
年
段
階
で
何
ら
か
の

検
地
を
行
っ
て
い
た
可
能
性
が
推
測
で
き
る
こ
と
。

-^
点

H
は
中
尊
寺
村
に
｛
寛
文
元
年
(
-
六
六
一
）

の
「
御
竿
入
直
り
」
と
書
か
れ
た

検
地
帳
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
政
八
年
(
-
八
―
―

1h)
の
写
で
あ
る
が
、
「
右
寛
永
拾
八
年
、
中
尊
寺
衆
徒
御
竿
答
之

田
畑
、
寛
文
元
年
、
伊
達
兵
部
殿
御
知
行
、
為
御
割
地
之
川
切
御
境
被
相
立
候
二
付
、
御
川
地
二
被
召
上
、
直
々
中
諄
寺
門
前
之
者
江
被

(
-
）
下
黒
沢
村
寛
文
一
三
年
検
地
帳
に
お
け
る
「
本
新
田
」

の
一
一
種
類
の
耕
地
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
「
本
地
」
と
「
本
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表6

1二段
下段

下黒沢村貫高変遷

町反．畝．歩

闘文

寛文13年
右之内 寛文13年 延‘.i,:9年

布之内
延'ii9年 天和元年

宝暦 安永
正保郷板

検地板
本新IIl 新田検地 畑返検地

本新Ifl 
新IH検地 月1行割u

風十．記 風上記
(※1) 帳 板 軋； 録

Ill 
- 813 3 23 3.5 4 20 8477 10 0 5 24 3.31 5 6047 

102.481 97.512 3 837 8.350 10.983 3.660 5.657 - 161 450 165 856 

畑
- 102 125 19 9 0 8 37 103 2 8 0.16 15 5 26 10 2 7 23 

28 447 26.836 4 177 6.360 0 549 0307 1.465 51 585 56.880 

合lil
- 183 4 5 28 23.6 912 45 5.710 12.8 6 10 4 871 16 3 2 0 

130 928 124 348 8069 14710 11 532 3.-967 7122 213 289 213.035 222 736 

外
11 808 
（新Ill)

（※ I) けIJに、本新II！か否か判断のつかない耕地2反4畝14歩55文がある戸畑の値には、屋敷で「本新II!」の

汁記のついているものを含む

注： l[保郷転は古とりを，沈む会紺 仙台藩の正保・元禄・天保郷帳』宮城県図書館資料7（占文，りを虚む会、

1987年）、党文1:3年検地軌．．紅文13年年新田検地軌・延宝9年畑返検地1阪・延宝9年新II-1検地板は'J:r↓¥! 
立図内館蔵、）く和 Jじ｛□11行割II録は「打山公治家品録」）ヽ和］じ年12月26日条（平重道責仔紺集『伊仙台
藩史料KL此伊逹治家，心録9 1‘i,：文常、 1977 年）、宝暦風 l：出•安永風上記は一閃市史編纂委且会編'

関rli史』第7巻行料紺2(•関 IIi 、 1977 年）による

ら
れ
る
。

6
1
 

渡
下
、
新
百
姓
二
御
取
立
相
成
候
高
、
如
是
、
」
と
あ
り
、
京
勝
一
関
藩
成

立
に
と
も
な
う
検
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
、
ぃ
以
藩
時
に
必
要
に
際
し
て

宗
勝
が
検
地
を
実
施
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
三
点
目
は
、
寛
永
検
地

輯
が
残
っ
て
お
ら
ず
、
宗
勝
が
一
閃
藩
成
立
時
に
独
自
に
「
一
村
再
検
地
」

を
実
施
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
検
討
し
て
き

た
中
で
は
、
「
一
村
再
検
地
」
の
実
施
と
こ
れ
に
と
も
な
う
検
地
帳
の
作
成

は
い
ず
れ
も
仙
台
藩
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
宗
勝
が
独
自
に
検
地
を

実
施
し
た
た
め
、
こ
の
時
点
で
壺
永
検
地
恨
が
不
要
に
さ
れ
た
と
も
考
え

「
一
村
再
検
地
」
の
時
期
を
寛
文
元
年
と
想
定
し
た
場
合
、
下
累
沢
村
の

党
文
一
三
年
検
地
帳
に
記
載
さ
れ
た
「
本
地
」
と
「
本
新
田
」
の
耕
地
が
、

党
文
1

三
年
検
地
帳
以
前
い
つ
の
検
地
帳
に
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
限
定
で
き
る
。
「
本
地
」
は
、
中
見
文
冗
年
検
地
帳
に

記
載
さ
れ
た
耕
地
が
こ
れ
に
該
背
し
、
「
本
新
田
」
は
寛
文
元
年
か
ら
迎
文

―
二
生
年
新
田
検
地
帳
ま
で
の
耕
地
と
な
る
。
党
文
一
：
化
年
新
川
検
地
岨
は

寛
文
四
年
以
降
の
上
地
を
叫
載
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
本
新
田
」
は
実

際
に
は
、
寛
文
元
年
か
ら
寛
文
一
こ
年
頃
に
か
け
て
の
時
期
に
「
新
田
」
に

と
り
た
て
ら
れ
た
耕
地
と
限
定
で
き
る
。
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寛文13年検地帳における本・新百姓の保有耕地

注．寛文13年磐井郡西岩井下黒沢村御検地帳 （天明元年写） （岩手県立図書館蔵）をもとに作成。

る
時
期
の
貰
高
増
加
は
三
七
貫
五

0
八
文
と
な
り
、

寛
永
検
地
以
後
、

貫
高
増

次
に
、
寛
文

一
三
年
検
地
帳
に
み
ら
れ
る
本

・
新
百
姓
に
つ
い
て
、

名
請
地

の
「
本
地
」
と
「
本
新
田
」
の
割
合
を
示
し
た
の
が
図
2
で
あ
る
。
こ
の
図
か

ら
、
本
・
新
百
姓
と
も
に
本
地
の
割
合
が
裔
く
、
ま
た
、
新
百
姓
も
本
百
姓
に

匹
敵
す
る
貰
嵩
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
し
て
、

「本
新

田
」
の
割
合
は
本
地
に
比
べ
て
相
対
的
に
低
く
、
「
本
新
田
」
の
み
を
保
有
す
る

名
請
人
は
著
し
く
所
持
貰
高
が
低
い
。
ま
た
、

寛
文
一
三
年
検
地
時
に
下
黒
沢

村
で
は
新
百
姓
四

一
名
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
新
百
姓
が
寛
文
一
三
年
検
地
に

加
の
大
き
い
時
期
と
い
え
る
。

ば
、
正
保
郷
帳
か
ら
、
寛
文
一
三
年
検
地
帳
ま
で
、

つ
ま
り
「
本
地
」
に
あ
た

こ
の

「本
地
」
の
時
期
は
、
下
黒
沢
村
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
時
期
に
あ

下
黒
沢
村
の
貫
嵩
変
遷
に
つ
い
て
示
し
た
の
が
表
6
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る

と
、
同
村
の
貫
高
増
加
の
ピ
ー
ク
は
天
和
二
年
（
一

六
八
二）

成
立
ま
で
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
本
地
」

た
る
だ
ろ
う
か
。

の
田
村
一
関
藩

の
時
期
の
貫
高
増
加
に
つ
い
て

は、

天
和
元
年
の
村
高
か
ら
、
寛
文
一
三
年
新
田
検
地
帳
、
延
宝
九
年
畑
返
検

地
帳
、

同
年
新
田
検
地
帳
の
合
計
貫
高
を
引
き
、
さ
ら
に
正
保
郷
帳
と
同
新
田

分
の
合
計
貫
高
を
引
く
こ
と
で
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
計
算
す
れ
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っ
た

る。
の

つ

な

ま
た
、

の

な
る
耕
地
が
存
在
し
て
い
る
こ
と

て
い
る
。

ヶ

の
土
地
よ
り
も
多
い

当
藩
で
「
給
人
前
」
と

お
け

み
て
い
く
。

そ
れ
で
は
、
こ
こ

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

地」 よっ

]と

つ
い
て
他
の
一
〇
(48) 

の
数
も
多
い
こ
と
が
説
み
取
れ
る
。

る る

い
る
こ
と
か
ら
、

で
あ
る
こ
と
か
ら

る。

とヽ

の
家
臣
で
あ
る
給
人

る
の
か
。
こ
の
検
地
実
施
の の

み
で
な
く
、

つ
い
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詳
細
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
寛
文
元
年
検
地
実
施
、
そ
し
て
寛
文
一
三
年
検
地
実
施
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
意
義
付
け
ら
れ
る
。
寛

文
元
年
は
、
｛
が
勝
が
一
関
藩
藩
主
と
な
る
に
あ
た
り
、
心
ぷ
勝
の
家
中
お
よ
び
足
軽
の
名
請
地
を
中
心
に
名
請
人
再
編
の
動
き
が
起
こ
り
、

こ
れ
に
と
も
な
い
家
勝
が
独
自
に
「
一
村
再
検
地
」
を
行
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
｛
克
文
―
-
1

年
は
寛
文
元
年
に
宗
勝
が
独
目

に
検
地
を
行
っ
た
村
に
つ
い
て
、
仙
台
藩
に
よ
る
「
一
村
再
検
地
」
実
施
の
必
要
が
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
寛
文
一
三
年
検
地
時
に
は
四
一
名
の
新
百
姓
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
新
百
姓
創
出
も
検
地
実
施
の
背
景
と
し
て
説
明

で
き
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
下
黒
沢
村
に
お
い
て
は
、
図
2
の
よ
う
に
新
百
姓
が
本
百
姓
に
匹
敵
す
る
貫
裔
を
有
し
、
「
本
地
」
を
多
く
保
有

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
先
に
あ
げ
た
舟
岡
村
の
よ
う
に
、
新
百
姓
が
帰
農
し
た
家
中
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
新
百
姓

の
出
自
に
つ
い
て
は
保
有
耕
地
の
あ
り
方
や
、
本
家
分
家
関
係
な
ど
も
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
こ
で
は
可
能
性
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
、

寛
文
＝
二
年
検
地
帳
に
お
い
て
「
本
新

FH
」
の
み
を
品
載
し
た
帖
簿
が
存
在
す
る
五
串
村
の
事
例
が
あ
る
。
五
串
村
に
お
い
て
「
本
新

田
」
の
み
を
記
載
し
た
検
地
帳
が
残
る
こ
と
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
。

五
串
村
の
寛
、
水
一
八
年
検
地
帳
の
名
請
人
構
成
を
み
る
と
、
本
・
新
百
姓
九
二
名
（
内
二
名
猪
岡
村
よ
り
入
作
）
、
茂
庭
周
防
足
軽
（
組

頭
含
）

一
一
九
名
、
茂
庭
周
防
家
中
几
名
、
寺
一
と
な
っ
て
い
る
。
検
地
帳
全
体
貰
高
一
五
四
貫
五
一
九
文
に
対
し
、
家
中
お
よ
び
足
軽
の

名
請
地
の
合
計
貫
高
が
一
七
貰
五
六
六
文
と
全
体
の
わ
ず
か
一

0
％
程
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
寛
文
元
年
時
点
で
「
一
村
再
検
地
」
を
必

要
と
す
る
ほ
ど
の
変
化
が
な
く
、
寛
永
検
地
帳
が
残
っ
た
と
名
え
ら
れ
る
。
五
串
村
の
寛
文
一
三
年
検
地
帳
に
お
け
る
「
本
地
」
は
寛
永

検
地
帳
に
汀
叫
載
さ
れ
た
耕
地
と
な
り
、
「
本
新
田
」
は
寛
永
検
地
帳
以
後
寛
文
一
三
年
新
田
検
地
戟
ま
で
と
な
る
。
な
お
、
五
串
村
に
お
け

る
寛
文
一
三
年
新
田
検
地
軌
の
最
も
旱
い
「
起
年
」
は
寛
文
二
年
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
本
新
田
」
に
該
当
す
る
新
田
検
地
は

寛
永
検
地
以
後
、
寛
文
元
年
頃
ま
で
に
実
施
さ
れ
、
こ
れ
が
寛
文
＝
『
一
年
検
地
帳
の
「
本
新
田
」
に
全
て
反
映
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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宗
勝
一
関
藩
領
に
は
、
北
上
川
の
支
流
に
あ
た
る
磐
井
側
が
東
流
し
て
い
る
。
こ
の
河
川
を
水
源
と
し
て
左
岸
を
灌
慨
す
る
照
井
堰
、

右
岸
を
灌
漑
す
る
大
江
堰
の
二
つ
の
用
水
路
が
存
在
す
る
。
両
堰
は
中
世
の
間
削
伝
承
を
も
つ
が
、
筆
者
は
す
で
に
大
江
堰
に
つ
い
て
近

世
前
期
、
特
に
伊
達
宗
勝
主
導
に
よ
る
開
削
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
應
文
一
：
．
年
検
地
板
の
残
る
七
ヶ
村
の
う
ち
、

関
村
、

一
二
関
村
、
下
黒
沢
村
は
い
ず
れ
も
大
江
堰
の
灌
慨
域
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
当
堰
を
家
勝
期
の
開
削
と
す
る
な
ら
ば
、
寛
文
一
：
―

年
検
地
実
施
の
背
景
と
し
て
こ
の
よ
う
な
開
発
の
問
題
も
含
ま
れ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
同
様
に
、
表

2
C
の
村
は
全
て
照
几
堰
の

れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

一
関
村

五
串
村
の
場
合
、
こ
の
「
本
新
田
」
分
に
家
中
お
よ
び
足
軽
が
名
請
人
と
な
る
耕
地
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
、
寛
文
一
•
一
生
年
検
地
実
施

本
稿
で
は
寛
文
一
三
年
検
地
帳
に
み
ら
れ
る
「
本
新

111
」
に
つ
い
て
、
「
新
田
」
か
ら
「
本
地
」
へ
の
更
新
を
應
味
す
る
も
の
で
あ
る
と

指
摘
し
、
さ
ら
に
旧
伊
達
宗
勝
一
関
藩
領
に
お
け
る
検
地
帳
の
遺
存
状
況
の
あ
り
万
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
旧

俯
達
宗
勝
一
関
藩
領
に
お
け
る
寛
文
二
二
年
検
地
実
施
の
背
禁
と
意
義
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。
具
体
的
に
は
寛
文
二
二
年
検
地
帆
が

な
ぜ
特
定
の
七
ヶ
村
に
残
る
の
か
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
当
検
地
頓
の
残
る
じ
ヶ
村
の
地
域
的
特
徴
と
し
て
、
村
内
耕
地
に
占
め
る
家
中

お
よ
び
足
軽
が
名
請
人
と
な
る
耕
地
の
割
合
が
他
の
家
勝
領
に
比
し
て
高
か
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
一
関
湘
成
立
お
よ

び
一
関
藩
廃
藩
後
の
二
度
の
支
配
体
制
の
圃
期
に
際
し
て
、
「
本
地
」
を
含
め
た
検
地
が
必
要
と
さ
れ
た
と
指
摘
し
た
。

本
稿
の
は
じ
め
に
、
検
地
実
施
の
背
景
に
つ
い
て
は
様
々
な
可
能
性
を
複
合
的
に
考
え
る
必
要
を
述
べ
た
。
寛
文
一
三
年
検
地
実
施
に

つ
い
て
は
家
中
お
よ
び
足
軽
が
名
請
人
と
な
る
耕
地
の
間
題
を
、
E
と
し
て
名
え
て
苔
た
が
、
当
検
地
実
施
の
背
景
に
開
発
の
間
題
も
含
ま

（
三
）
伊
達
宗
勝
に
よ
る
検
地
と
開
発
ー
む
す
び
に
代
え
て
1

の
背
景
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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一
連
の
政
策
の
先
駆
的
事
業
と
し
て
位
罹
づ
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

灌
慨
域
に
該
当
す
る
村
で
あ
り
、
文
化
年
間
の
検
地
を
「
一
村
再
検
地
」
と
位
置
付
け
る
な
ら
ば
、
こ
の
検
地
実
施
の
背
景
に
、
照
井
堰

以
上
み
て
き
た
よ
う
な
検
地
実
施
お
よ
び
閉
発
の
動
向
は
、
仙
台
藩
政
と
の
関
わ
り
で
ど
の
よ
う
に
位
骰
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
宗

勝
が
実
権
を
掌
握
し
て
い
た
寛
文
期
の
仙
台
藩
政
に
対
す
る
評
価
は
様
々
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
一
と
し
て
、
仙
台
藩
の
財
政

逼
追
を
背
景
に
、
新
田
開
発
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
検
地
に
関
す
る
法
令
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
も
、
こ

の
時
期
の
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
C

先
に
党
文
期
に
検
地
に
関
す
る
法
令
が
出
さ
れ
た
点
に
つ
い
て
、
畑
返
お
よ
び
田
返
の
隆
盛
、

ま
た
領
内
総
検
地
の
可
能
性
を
述
べ
た
が
、
こ
れ
ら
は
迎
文
期
に
心
ぷ
勝
、
ー
ト
導
に
よ
り
実
施
さ
れ
た
開
発
成
果
の
把
握
の
た
め
で
あ
っ
た
と

も
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
述
べ
た
寛
文
一
三
年
検
地
実
施
に
平
る
ま
で
の
動
向
、

必
要
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

に
よ
る
開
発
の
影
響
も
名
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
照
井
・
大
江
堰
の
間
削
な
ど
は
、
宗
勝
に
よ
る

用
水
間
削
を
含
む
近
世
崩
期
の
一
関
固
辺
の
開
発
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
対
象
と
し
た
寛
文
一
三
年
検
地
帳
の
詳
細
な
分
析
が
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註(
l
)

仙
台
藩
検
地
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
し
た
。

①
近
世
村
落
研
究
会
編
『
仙
台
藩
農
政
の
研
究
』
（
日
本
学
術
振
興

会
、
一
九
五
八
年
）
。
②
宮
城
県
著
、
宮
城
県
史
編
募
委
員
会
編
『
宮

城
県
史
』
二
近
恨
史
（
宮
城
県
史
刊
行
会
、
一
九
六
六
年
）
0

③
仙
台

市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
仙
台
市
史
』
通
史
編
三
近
冊
一
（
仙
台
市
、

―
1
0
0
一
年
）
。

(
2
)

享
保
期
に
総
検
地
の
計
画
が
存
在
し
た
が
、
実
施
に
は
至
ら
な

か
っ
た
と
さ
れ
る
（
仙
台
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
仙
台
市
史
』
通

史
編
四
近
世
二
、
仙
台
市
、
―

100・:1
年）

(
3
)

前
掲
註

(
l
)
①
、
五

0
頁。

(
4
)

「
御
検
地
方
御
定
之
事
」
（
「
四
冊
留
」
）
（
宮
城
県
著
、
宮
城
県
史

絹
纂
委
員
会
編
『
宮
城
県
史
』
三
一
資
料
絹
八
（
宮
城
県
史
刊
行
会
、

一
九
六
二
年
）
）
。

(
5
)

安
永
五
年
（
一
じ
ヒ
六
）
の
「
安
永
風
土
記
」
に
、
赤
井
村
、

小
松
村
、
矢
本
村
に
つ
い
て
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
「
御
竿
答

云
々
」
と
の
記
載
が
み
ら
れ
、
実
際
に
矢
本
村
の
検
地
躾
―
二
冊
の

う
ち
三
冊
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
総
検
地
が
行
わ
れ
た

理
由
と
し
て
、
広
渕
大
堤
の
築
造
に
よ
る
用
水
の
新
設
、
こ
れ
に
と

も
な
う
移
住
者
の
増
加
な
ど
を
あ
げ
、
開
発
の
進
行
を
背
景
と
し

て
、
大
規
模
開
発
が
実
施
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
特
別
に
検
地
を
受

け
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
矢
本
町
史
紺
纂
委
員
会

編
『
矢
本
町
史
』
第
二
巻
、
矢
本
町
、
一
九
七
四
年
）
。

(
6
)

党
文
事
件
に
よ
り
配
流
と
な
っ
た
原
田
甲
斐
の
知
行
地
に
あ
た

る
。
こ
こ
で
は
、
文
政
八
年
(
-
八
二
五
）
に
写
さ
れ
た
襄
文
―
ニ

年
（
一
六
七
―
-
）
の
検
地
帳
七
冊
が
現
存
し
て
い
る
。
全
体
の
冊
数

に
つ
い
て
は
一
四
冊
と
椎
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
検
地
帳
は
一
村
仝

て
を
検
地
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
作
成
前
年
に
寛

文
事
件
が
起
き
て
い
る
こ
と
、
こ
の
検
地
躾
で
人
頭
数
が
増
え
て
い

る
こ
と
、
寛
永
一
じ
年
二
六
四

0
)
検
地
帳
に
「
原
田
甲
斐
伺
足

軽
」
と
記
載
さ
れ
る
人
物
と
、
寛
文
―
―
一
年
検
地
帳
で
「
新
百
姓
」

と
し
て
記
載
さ
れ
る
人
物
が
同
人
物
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
な

ど
か
ら
、
寛
文
一
―
1

年
検
地
帳
が
、
原
田
氏
配
流
に
よ
り
家
中
の
足

軽
が
白
姓
化
し
た
結
果
を
反
映
し
た
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る

（
柴
田
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
柴
田
郡
舟
岡
村
検
地
眼
』
柴
田
町
史

資
料
第
一
―
集
、
柴
田
町
史
組
さ
ん
委
員
会
、
一
九
し
八
年
）
0)

(
7
)

以
下
、
本
章
で
迩
べ
る
こ
れ
ら
の
概
要
に
つ
い
て
は
次
の
文
献

を
参
照
し
た
。
＼
l
-

関
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
一
関
市
史
』
第
一
巻

通
史
(
-
関
市
、
一
九
七
八
年
）
0

⑫
鈴
木
幸
彦
「
一
関
藩
（
田
村

氏
）
の
基
礎
的
苔
察
（
そ
の
一
＾
）
」
（
『
岩
手
県
立
博
物
館
研
究
報
告
』

第
五
り
、
一
九
八
し
年
）
（
．

31瓦
鈴
木
幸
彦
「
一
関
藩
」
（
木
村
礎
、
藤

野
保
、
村
上
直
編
『
藩
史
大
事
典
』
第
一
巻
北
海
道
・
東
北
編
、
雄

山
閣
、
一
九
八
八
年
）
。

4
品
前
掲
注

(
2
)
。
⑤
蝦
名
裕
一
「
仙
台
藩

に
お
け
る
内
分
大
名
の
成
立
ー
一
関
藩
と
岩
沼
藩
を
事
例
に
」
『
東
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北
ア
ジ
ア
研
究
』
一
五
号
、
―

1
0
I

―
年
）
。

(
8
)

一
関
藩
成
立
時
期
に
つ
い
て
蝦
名
氏
は
、
「
知
行
割
絵
図
」
に
幕

府
老
中
の
承
認
が
与
え
ら
れ
た
寛
文
元
年
を
成
立
時
期
と
み
る
の
が

適
当
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
註

(
7
)
⑤）。

(
9
)

宗
勝
が
い
つ
か
ら
一
関
周
辺
を
支
配
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は

明
ら
か
で
な
い
が
、
後
掲
表
l
①
の
検
地
戟
に
名
請
人
と
し
て
宗
勝

家
中
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
頃
よ
り
領
地
を
有
し
て
い
た
こ
と

が
窺
え
る
。
ま
た
、
『
一
関
市
史
』
一
（
前
掲
註

(
7
)
m
)
は
、
ニ

関
村
寛
永
一
八
年
検
地
野
帳
の
名
請
人
に
「
宗
勝
家
中
」
の
記
載
が

み
ら
れ
る
こ
と
や
、
『
伊
逹
騒
動
実
録
』
所
収
の
承
応
三
年
（
一
六
五

四
）
「
伊
達
兵
部
書
状
」
に
「
ロ
ハ
今
、
一
ノ
関
方
々
之
高
、
八
百
貫
文

余
に
て
候
、
」
（
大
槻
文
彦
著
『
伊
逹
騒
動
実
録
』
ト
・
乾
ノ
巻
、
名

著
出
版
、
一
九
ヒ

0
年
、
一
九
頁
）
と
の
文
言
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

広
勝
が
一
関
藩
成
立
以
前
か
ら
一
関
周
辺
に
所
領
を
有
し
て
い
た
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。

(10)

「
肯
山
公
治
家
記
録
」
に
み
ら
れ
る
家
勝
処
分
後
の
旧
領
の
処

置
に
つ
い
て
は
、
寛
文
―
一
年
11
月
二
八
日
条
に
「
兵
部
領
地
仕
附

遠
慮
ノ
由
上
聞
二
達
ス
、
元
知
行
タ
ル
ニ
依
テ
ニ
万
石
返
賜
ル

旨
、
雅
交
頭
殿
命
セ
ラ
ル
、
」
（
平
重
道
責
任
編
集
「
仙
台
藩
史
料
大

成
』
伊
達
治
家
記
録
六
、
宝
文
堂
、
一
九
じ
五
年
、
四
七

0
頁
）
、
ま

た
同
年
翌
六
月
二
日
に
は
「
兵
部
太
輔
殿
旧
領
一
之
関
へ
今
泉
治
部

定
信
、
新
妻
勘
兵
衛
重
胤
仕
個
二
差
遣
サ
ル
、
郡
司
川
村
孫
兵
衛
元

信
副
ラ
ル
」
（
同
四
七
一
頁
）
と
あ
り
、
三
万
石
が
本
藩
に
返
さ
れ
た

こ
と
、
本
藩
よ
り
領
地
仕
置
の
た
め
に
人
を
遣
わ
し
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
る
。

ま
た
、
家
臣
に
つ
い
て
は
、
宗
勝
改
易
に
と
も
な
い
、
足
軽
一
〇

0
人
が
前
沢
に
移
住
し
た
と
の
説
も
き
か
れ
る
（
『
日
本
歴
史
地
名

大
系
』
第
三
巻
岩
手
県
の
地
名
、
平
凡
杜
、
一
九
九

0
年
、
「
一
＾
十
人

町
」
の
項
）
。

(11)

崩
掲
荘

(
7
)
⑤。

(12)

岩
手
県
『
岩
手
県
史
』
第
四
巻
近
世
編
一
（
杜
陵
印
刷
、
一
九

六
三
年
）
。

(13)

柴
田
町
史
絹
さ
ん
委
員
会
編
『
柴
田
町
史
』
資
料
編

II
（
柴
田

町
、
一
九
八
六
年
）
四
五
七
頁
。

(14)

前
掲
註

(
7
)
②
、
五
九
頁
。

(15)

前
掲
註

(
l
)
①。

(16)

前
掲
註

(
1
)
＼し。

(17)

仙
台
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
仙
台
市
史
』
資
料
編
四
近
世
三

村
落
（
仙
台
市
、
―

1
0
0
0
年
）
五
頁
。

(18)

瓜
四
印
判
新
田
」
に
つ
い
て
は
、
樫
山
和
民
氏
が
新
田
開
発
の
形

態
と
し
て
、
「
郡
奉
行
の
見
届
け
に
よ
る
」
（
樫
山
和
民
「
藩
制
確
立

期
の
新
田
開
発
ー
仙
台
藩
の
場
合
ー
」
『
書
陵
部
紀
要
』
第
一
九
号
、

一
九
六
し
年
、
二

□貝
）
と
さ
れ
て
い
る
。
「
土
宮
町
壱
歩
之
新
田
」
に

つ
い
て
は
、
「
給
人
に
よ
っ
て
野
谷
地
を
買
い
上
げ
ら
れ
た
ぶ
叫
買
谷
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地
」
」
（
同
）
に
該
当
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

(19)

前
掲
註

(
1
)
⑫
、
一
パ
）
一
貞
。

(20)

前
掲
註

(
4
)
0

(21)

寛
文
六
年
法
令
で
は
冒
頭
に
（
前
掲
註

(
4
)
)
、

一
、
御
検
地
竿
兼
而
如
御
定
之
六
尺
こ
寸
―
―
丘
口
歩
壱
以
、
畔
免

之
外
百
歩
二
付
拾
分
宛
可
為
用
拾
、
竿
之
本
未
焼
印
相
渡

PJ
申
事

一
、
田
畑
位
付
代
付
如
前
々
之
五
段
相
付
可
被
巾
事

と
あ
り
、
検
地
に
際
し
て
の
某
準
は
以
前
と
変
わ
ら
な
い
こ
と
が
明

叫
さ
れ
て
い
る
c

(22)

前
掲
註

(
4
)
。

(23)

前
掲
註

(
2
)
。

(24)

前
掲
註

(
5
)

(25)

宮
手
毅
「
仙
台
藩
寛
永
検
地
帳
の
分
析
ー
と
く
に
「
屋
敷
」
．

「
人
頭
」
概
念
に
つ
い
て
ー
」
（
『
岩
手
史
学
研
究
』
ニ
―
二
、
一
九
五
六

年
）
（
宮
手
氏
は
「
本
地
新
田
」
を
「
本
新
田
」
と
詞
一
の
も
の
と
坪

解
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
本
地
」
と
「
新
田
」
の
音
i

に
解
釈
す

る
の
が
適
当
と
思
わ
れ
、
；
↑
地
新
田
」
と
い
う
耕
地
の
種
別
で
は
な

い
と
思
わ
れ
る
。
「
本
地
新
田
」
と
い
う
書
き
方
は
胄
史
料
の
他
の
箇

所
に
も
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
「
本
地
新
川
共
」
「
本
地
新
田
切
立

ニ
よ
ら
す
」
と
い
っ
た
使
い
方
を
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
そ
れ
そ
れ

「
本
地
と
新
田
共
に
」
「
本
地
と
新
田
と
切
立
に
よ
ら
ず
」
と
い
う
よ

う
に
耕
地
の
種
別
を
並
列
さ
せ
た
表
現
で
あ
る
c

し
た
が
っ
て
宮
手

氏
が
先
に
指
摘
し
た
一
文
も
「
共
」
は
抜
け
て
い
る
も
の
の
、
先
の

例
に
照
ら
せ
ば
二
本
地
」
な
ら
び
に
「
新
田
」
で
望
む
者
は
」
と
解

釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(26)

渡
辺
信
夫
「
「
給
人
」
地
方
知
行
と
村
に
関
す
る
一
試
論
ー
仙
台

藩
寛
永
期
検
地
野
帳
の
分
析
ー
」
（
『
東
北
文
化
研
究
室
紀
要
』
第
一
＾
一

集
、
一
九
六
一
年
、
一
―
q

ぃハ頁）
c

(27)

高
倉
淳
「
衰
退
期
に
お
け
る
仙
台
藩
農
村
構
造
ー
岩
手
県
西
磐

井
郡
化
泉
町
卜
油
田
村
の
場
合
ー
」
（
平
重
道
先
生
還
暦
記
念
会
編

『
東
北
の
考
占
・
歴
史
論
集
』
宝
文
常
、
一
九
し
四
年
）
。
高
倉
氏
が

分
析
に
使
用
さ
れ
た
下
油
田
村
の
検
地
根
は
管
見
の
限
り
所
在
不
明

で
あ
り
、
原
史
料
の
確
認
が
で
き
な
い
3

(28)

岩
手
県
立
図
苫
館
蔵
3

(29)

岩
千
県
立
図
円
館
ぃ
威
）

(30)

岩
手
県
立
図
書
館
蔵
）

(31)

③
の
検
地
板
末
尾
に
は
次
の
記
載
が
み
ら
れ
る
c

伍
引
含
帳
左
二

元
禄
四
年
御
検
地
戟
壱
冊

E
:
!
O
年
御
検
地
戟
も
冊

宝
水
四
年
御
検
地
帳
壱
冊

亨
保
二
年
御
検
地
帳
も
冊
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右
之
通
、
下
黒
沢
村
酉
方
田
方
起
目
新
田
御
検
地
帳
、
文
化
一

一
二
年
新
帳
、
文
政
八
年
御
付
札
御
改
以
後
、
追
年
顆
之
上
高
分

什
候
分
、
此
度
新
帳
を
以
御
改
相
成
、
翌
人
毎
持
高
相
違
無
御

座
候
以
上

慶
応
一
．
一
卯
年
四
月
肝
崩
阿
部
伝
右
衛
門
閂

右
之
通
相
改
相
違
無
御
座
候
以
上

同

年

同

月

千

葉

将

右

衛

門

印

小
林
良
一
面
〗

本

市

兵

衛

殿

口

繁

殿

上

口

殿

ま
ず
、
③
の
検
地
根
が
い
つ
の
検
地
帳
を
参
照
と
し
て
い
る
か
が
明

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
四
つ
の
年
代
の
検
地
頓

は
下
黒
沢
村
に
お
い
て
全
て
「
起
日
新
田
検
地
恨
」
が
遺
存
し
て
い

る
。
（
後
述
の
表

4
参
照
）

ま
た
、
検
地
役
人
名
の
ゴ
叫
載
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
検
地
を

実
施
し
た
の
で
は
な
く
、
板
簿
卜
か
ら
集
訃
し
て
作
成
し
た
史
料
と

思
わ
れ
る
。
あ
わ
せ
て
こ
の
当
史
料
が
一
人
毎
の
持
高
の
確
認
の
た

め
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
n)

泣
）
~
で
引
川
し
た
名
請
人
と
耕
地
は
、
下
黒
沢
村
の
寛
文
―
―
―
一
年

検
地
帳
と
延
宝
几
年
畑
返
検
地
板
に
お
い
て
実
際
に
確
認
で
き
る
。

(33)

②
で
引
用
し
た
名
語
人
と
耕
地
は
、
ド
里
沢
村
の
寛
文
一
三
年

新
川
検
地
輯
と
延
宝
九
年
新
田
検
地
根
に
お
い
て
実
際
に
確
認
で
き

る。)

(
3
4
)
t
で
引
用
し
た
名
請
人
と
耕
地
は
、
下
黒
沢
村
の
元
禄
四
年
起

目
新
田
検
地
板
に
お
い
て
実
際
に
確
認
で
ぎ
る
。
引
用
し
た
以
外
の

箇
所
で
は
元
禄
一

0
年
、
古
子
保
二
．
年
の
検
地
戟
も
参
照
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
「
起
日
新
田
検
地
戟
」
を
参
照
し
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

(，

35)

渡
辺
信
夫
編
「
仙
台
藩
寛
永
検
地
野
戟
中
」
『
日
本
文
化
研
究

所
研
究
報
告
』
別
巻
第
一
―
集
（
東
北
文
化
研
究
室
紀
要
通
巻
一
五

集
）
、
一
九
じ
四
年
、
八
四
貞
。

(36)

前
掲
註

(
5
)
、
八
八
貞
。

(37)

前
掲
註

(
5
)
、
一
ー
こ
↓
三
貝
。
）

(38)

前
掲
註

(
6
)
、
ニ
ハ
頁
。

(39)

岩

f
県
立
図
書
館
蔵
。

(40)

岩

r県
立
図
書
館
蔵
。

(41)

表

4
で
延
宝
九
年
に
実
施
さ
れ
て
い
る
検
地
に
つ
い
て
は
、
次

の
よ
う
な
背
景
が
考
え
ら
れ
る
c

「JL
日
由
公
治
家
記
録
」
（
平
童
道
責

任
編
集
『
仙
台
藩
史
料
大
成
』
伊
逹
治
家
記
録
九
、
宝
文
常
、
一
九

し
じ
年
）
か
ら
こ
の
時
期
の
仙
台
藩
政
を
概
観
す
る
と
、
延
宝
九
年

三
月
一
六
日
に
板
倉
内
膳
正
か
ら
田
村
右
京
大
夫
の
所
替
に
つ
い
て

使
者
が
到
来
し
、
天
和
元
年
（
延
宝
九
年
九
月
一
一
九
日
改
元
）
―
―
―

月
一
一
六

nに
知
行
割

H
録
が
出
さ
れ
て
い
る
。
延
宝
九
年
検
地
は
畑
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返
が
六
月
晦
日
、
新
田
検
地
が
七
月
二
五
日
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

田
村
右
京
大
夫
の
領
地
替
え
に
と
も
な
う
検
地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

(42)

「
寛
文
一
三
年
四
月
廿
六
日
磐
井
郡
西
岩
井
下
黒
沢
村
御
検

地
朝
」
（
岩
手
県
立
図
書
館
蔵
、
史
料
番
号
一
四
九
八
ー

1^

ー
）
。
帳
簿

に
よ
り
畑
返
さ
れ
た
筆
数
の
違
い
、
若
干
の
「
日
い
同
し
の
違
い
は
み

ら
れ
る
。

(43)

「
本
新
田
」
の
記
載
は
主
に
検
地
帳
に
散
見
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
が
、
管
見
の
限
り
一
点
の
例
外
と
し
て
、
文
化
年
間
に
田
村
一
関

藩
で
作
成
さ
れ
た
村
絵
図
が
あ
る
。
こ
の
内
、
下
黒
沢
村
は
文
化
一

五
年
(
-
八
一
八
）
「
西
岩
井
下
黒
沢
村
絵
図
」
（
伊
藤
玄
＾
ご
監
修
『
絵

で
見
る
古
里
一
閃
郷
村
絵
図
』
岩
手
日
日
新
聞
社
、
一
＿

0
0
三
年
）

が
あ
り
、
こ
の
中
で
「
本
地
」
は
一
六
一
＿
貰
五
：
―
-
文
、
「
本
新
田
」

は
二
五
貰
六
五
三
文
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
下
黒
沢
村
の
場
合
、
「
本

地
」
は
寛
文
―
-
1

年
検
地
帳
、
延
宝
九
年
畑
返
検
地
躾
、
「
本
新
田
」

は
寛
文
一
三
年
新
田
検
地
眼
、
延
宝
九
年
新
田
検
地
転
に
該
占
す
る

の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
。
後
掲
表
6
を
も
と
に
そ
れ
そ
れ
の
貰
高

を
算
出
す
る
と
、
本
地
が
一
：
傘
五
貰
八
八

0
文
、
「
本
新
田
」
が
ニ
―

貰
八
三
一
一
文
と
な
り
、
検
地
帳
に
不
足
冊
数
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
す

れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
近
似
し
た
値
と
な
る
。
こ
の
結
果
は
、
「
本
地
」
「
本

新
田
」
の
分
類
に
つ
い
て
の
説
を
補
う
も
の
と
考
え
る
。

(44)

田
村
一
関
薄
成
立
以
後
は
二
竺
日
新
田
検
地
板
」
の
表
題
が
散

見
さ
れ
、
仙
台
藩
の
よ
う
な
「
新
川
検
地
板
」
の
名
称
は
み
ら
れ
な

い
。
こ
の
こ
と
か
ら
田
村
一
関
藩
で
は
「
新
田
検
地
輯
」
に
該
当
す

る
検
地
帳
を
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
「
起
目
新
田
検
地
帳
」
と
呼
称

し
た
と
考
え
ら
え
る
。
一
方
、
表
4
の
範
囲
に
お
い
て
、
仙
台
藩
で

は
「
起
目
新
田
検
地
帳
」
の
名
称
は
み
ら
れ
な
い
。
検
吋
の
余
地
は

あ
る
が
、
一
関
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
一
関
市
史
』
第
じ
巻
資
料
組

II
（
一
関
市
、
一
九
し
し
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
人
数
改
朝
」

に
お
い
て
、
田
村
一
関
藩
の
村
で
は
「
起
目
新
田
」
の
名
称
が
使
わ

れ
、
仙
合
藩
領
の
村
で
は
「
新
田
」
の
名
称
が
使
わ
れ
る
こ
と
も
、

検
地
軟
の
こ
の
よ
う
な
意
味
付
け
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

推
測
さ
れ
る
。

(45)

不
足
冊
数
に
寛
文
四
年
よ
り
早
い
年
が
記
載
さ
れ
て
い
る
可
能

性
は
否
定
で
き
な
い
。

(46)

平
泉
町
史
編
纂
委
員
会
編
『
平
泉
町
史
』
史
料
編
一
（
平
泉
町
、

一
九
八
五
年
）
一
六
六
頁
C

(47)

仙
台
藩
に
お
け
る
農
村
支
配
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
訓
褐
壮
ー

を
参
照
し
た
。

(48)

前
掲
註

(26)0

(49)

宗
勝
領
に
も
壺
永
検
地
躾
が
基
礎
根
簿
と
し
て
残
る
村
が
あ
る

こ
と
か
ら
（
表
2
A
の
村
）
、
宗
勝
一
関
藩
成
立
に
什
い
領
内
総
検
地

を
実
施
し
た
可
能
性
は
低
い
と
考
え
る
。
寛
文
元
年
検
地
も
一
三
年

同
様
、
限
ら
れ
た
村
で
の
み
実
施
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
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一
九
七
1
0
一
五
年
。
初
出
は
一
九
七

0
年
）
。
佐
々
木
潤

一

五

大

名

と

百

姓

―

1
0
0

。

つ
い
て
は
前
掲
註

ょ．
,
1
.
 

み

ら

れ

タ

藩
農
村
に
つ
い
て

万

初
出
は

つ
い
て
は
、
『
伝

二
0
―
二
年
）
。

(53)

稲
松
朋
子
「
磐
井
川
流
域
に
お
け
る
開
発

観
」
（
「
例
会
報
告
要
旨
(
-
」
)
『
国
史
学
』
第
ニ
―
六

号
‘
―

1
0
一
五
年
。

前
掲
註

。
ま
た

む
し
ろ
中
尊
寺
と
の
関
係
の
あ
る
村
で

あ
り
、
名
請
人
に
つ
い
て
、
宗
勝
廃
藩
時
に
検
地
を
実
施
す
る
必
要

が
な
か
っ

り
み
あ
た
ら
な
い
。

中

尊

寺

村

る

も

の

で

あ

る

こ

と

を
述
べ
）
の
村
で
は
こ
の
検
地
以
後
、
新
田
検
地
帳
の
遺
存
は限

セ
ミ
ナ
ー
に
て
ご

す
。
ま
た
、

も
り
お
か

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

五
年
度
春
セ
ミ
ナ
ー
に

の
で
あ
る
。
当


